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要

一
一

一
八
〇
四
年
法
は
三
種
類
の
抵
当
権
を
認
め
る
。

法
定

抵
当
権
」、

裁
判
上
の
抵
当
権
」
及
び
「
合
意
に
よ
る
抵
当
権
」
で

あ
る
（
二
一
一
六
条
・
二
一
一
七
条
）。
そ
し
て
、

債
権
者
間
に
お

い
て
は
、
法
定
抵
当
権
、
裁
判
上
の
抵
当
権
又
は
合
意
に
よ
る
抵
当

権
の
順
位
は
、
法
律
に
規
定
す
る
手
続
に
従
い
債
権
者
が
保
存
吏
の

帳
簿
に
し
た
登
記
の
日
付
の
前
後
に
よ
る
」

二
一
三
四
条
）。
し
か

し
、
例
外
的
に
、

未
成
年
者
及
び
禁
治
産
者
の
抵
当
権
」
及
び

「
妻
の
抵
当
権
」
は
「
登
記
と
は
無
関
係
に
成
立
す
る
」

二
一
三
五

条
柱
書
）。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
法
定
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
登
記

を
対
抗
要
件
と
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
一
八
〇
四
年
法
に
お
い
て

は
、
登
記
を
対
抗
要
件
と
す
る
抵
当
権
と
、
登
記
を
対
抗
要
件
と
し

な
い
抵
当
権
の
二
種
類
が
あ
る
。
そ
し
て
、
登
記
を
対
抗
要
件
と
し
、

か
つ
実
際
に
登
記
さ
れ
た
抵
当
権
は
、

所
有
権
か
ら
の
先
取
特
権
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及
び
抵
当
権
の
滌
除
方
法
」
の
表
題
に
お
い
て
第
三
編
第
三
章
第
八

節
（
二
一
八
一
｜
二
一
九
二
条
）
が
規
定
す
る
手
続
に
従
い
、
滌
除

さ
れ
る
（⇒

一
）。
し
か
し
、
こ
れ
に
限
ら
れ
ず
、
登
記
免
除
法
定

抵
当
権
の
う
ち
一
八
〇
四
年
法
（⇒

「
登
記
」
四
・
同
二
三
｜
三
〇
）

又
は
一
八
五
五
年
法
（⇒

「
登
記
」
九
｜
一
六
）
に
従
い
登
記
さ
れ

た
抵
当
権
も
、
第
八
節
の
規
定
に
従
い
滌
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
そ
し
て
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
）

⇒

一
・
六
八51

））。
し
た
が
っ

て
、
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
登
記
免

除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
（⇒

六
八
｜
八
二
）
の
み
な

ら
ず
、
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続
（⇒
一
一
｜
六
七
）
に
つ
い
て

も
、
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
（⇒

一
）。
な
お
、
不
動

産
が
既
登
記
抵
当
権
と
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
双
方
の

目
的
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
第
三
取
得
者
は
、
既
登
記
抵
当
権
の

滌
除
手
続
と
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
の
双
方

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い52

）。

一
二

ト
レ
ヤ
ー
ル
は
、
立
法
院
で
の
立
法
理
由
開
示
に
お
い
て
、

既
登
記
抵
当
権
を
滌
除
す
る
手
続
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
と
、
そ
の

制
度
化
に
あ
た
っ
て
腐
心
す
べ
き
点
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

曰
く
、

抵
当
権
の
保
存
の
た
め
に
は
登
記
が
必
要
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
新
所
有
者
（p

o
ssesseu

r

）
は
容
易
に
不
動
産
の
負
担
を

調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
不
動
産
（h

erita
g
e

）
は
、
そ
れ
と

と
も
に
限
り
第
三
者
に
移
転
す
る
。
し
か
し
、
第
三
者
に
は
、
所
有

権
を
抵
当
権
か
ら
解
放
（lib

erer

）
す
る
方
法
を
与
え
る
べ
き
で

あ
る
。
不
動
産
は
、
そ
れ
が
有
す
る
現
実
的
な
価
値
を
超
え
て
、
担

保
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
価
値
が
債

権
者
に
提
供
さ
れ
た
と
き
は
、
不
動
産
は
、
抵
当
権
か
ら
解
放
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
債
権
者
が
現
実
に
保
証

さ
れ
、
債
権
者
が
売
主
と
買
主
の
間
で
さ
れ
た
秘
密
的
で
詐
欺
的
な

行
為
の
犠
牲
者
と
な
ら
な
い
よ
う
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

草
案
は
、
そ
の
こ
と
に
留
意
し
た53

）」。

一
三

既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続
の
概
要
は
以
下
で
あ
る
（⇒

①
｜
⑦
）。

①

第
三
取
得
者
（⇒

七
）
は
取
得
証
書
（titre

 
d
’a
cq
u
isi-

tio
n

）
を
謄
記
す
る
（⇒

一
四
｜
一
七
）。

②

第
三
取
得
者
は
、
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
し
て
、
通
告
を
す

る
（⇒

一
八
｜
三
二
）。

③

第
三
取
得
者
は
、
通
告
（⇒

②
）
と
同
時
に
、
弁
済
申
込
み

を
す
る
（⇒

三
三
｜
三
八
）。

④

弁
済
申
込
み
（⇒

③
）
に
対
し
て
、
既
登
記
抵
当
権
者
は
、

増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（⇒

三
九
｜
五
五
）。

⑤

有
効
な
増
価
競
売
が
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
不
動
産
の

代
価
が
確
定
し
、
か
つ
第
三
取
得
者
に
よ
る
代
価
の
弁
済
又
は
供
託
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を
条
件
に
既
登
記
抵
当
権
は
滌
除
さ
れ
る
（⇒

五
六
）。

⑥

増
価
競
売
申
立
て
（⇒

④
）
に
よ
り
、
競
り
に
よ
る
再
売
買

が
さ
れ
る
（⇒

五
七
｜
五
八
）。

⑦

競
り
手
が
現
れ
な
い
と
き
は
、
増
価
競
売
申
立
人
は
、
契
約

代
価
（
又
は
宣
言
代
価
）
に
一
割
を
加
え
た
額
で
競
落
人
と
な
る

（⇒

五
九
）。
競
売
判
決
の
効
果
は
、
誰
が
競
落
人
と
な
る
か
に
よ
り

異
な
る
（⇒

五
九
｜
六
七
）。

51
）

C
iv
.
21 a

o
u
t 1833,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2196,

S
.

1833.
1.
612.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
p
.
508

509,

tex
te
 
et
 
n
o
tes

 
38
 
a
39;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et
 
d
e

 
L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2391,

p
p
.
620

621 et n
°2535,

p
p
.
744

745.

し
た
が
っ
て
、
妻
が
二
一
九
四
条
・
二
一
九
五
条
の

期
間
（⇒

七
四
）
内
に
登
記
を
し
た
と
き
で
さ
え
、
第
三
取
得
者
は
、

二
一
八
三
条
の
通
告
（⇒

一
八
）
を
す
る
義
務
を
負
わ
な
い

（A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
509,

tex
te et n

o
te 42.

）
⇒

七
八
②
）。
な
お
、
一
八
五
五
年
法
に
お
い
て
は
、
婚
姻
解
消
か

ら
一
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
妻
は
、
第
三
取
得
者
の
謄
記
以
前
に

法
定
抵
当
権
を
登
記
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
第
三
取
得
者
に
対
抗
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
（
一
八
五
五
年
法
六
条
一
項
・
八
条
）

⇒

「
登

記
」
九
｜
一
六
）。
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
解
消
か
ら
一
年
以
上
を
経

過
し
た
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
第
三
取
得

者
は
、
滌
除
手
続
を
す
る
必
要
は
な
い
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293
 
bis
,
p
.
508,

n
o
te
 
39;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2391,

p
.
621.

）。

52
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
509,

tex
te et n

o
te 41.

53
）

F
en
et,

t.
X
V
,
p
p
.
471

472.

２

取
得
証
書
の
謄
記

⑴

謄
記
の
必
要

一
四

第
三
取
得
者
が
先
取
特
権
及
び
抵
当
権
を
滌
除
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
不
動
産
所
有
権
又
は
不
動
産
物
権
の
移
転
契
約
書

は
、
そ
の
内
容
の
す
べ
て
に
つ
き
、
財
産
所
在
地
の
郡
の
抵
当
権
保

存
吏
に
よ
り
謄
記
さ
れ
る
」

二
一
八
一
条
一
項
）。
す
な
わ
ち
、
第

三
取
得
者
は
、
抵
当
権
の
滌
除
に
あ
た
り
、
取
得
証
書
を
事
前
に
謄

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
謄
記
は
滌
除
の
要
件
の
一

つ
に
過
ぎ
ず
、

所
有
権
移
転
証
書
が
…
謄
記
さ
れ
た
だ
け
で
は
、

不
動
産
の
抵
当
権
…
は
滌
除
さ
れ
な
い
」

二
一
八
二
条
一
項
）。

一
五

事
前
の
謄
記
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
は
、
年
代
に
応
じ
て

異
な
る
（⇒

①
｜
③54

））。

①

一
八
〇
四
年
法
は
謄
記
を
所
有
権
取
得
の
対
抗
要
件
と
し
な

一九世紀フランス法における抵当権の「滌除」の概要㈡（香山）
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い
の
で
、
不
動
産
の
売
買
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
取
得
者
は
売

買
契
約
の
み
で
不
動
産
所
有
権
の
取
得
を
第
三
者
（
売
主
の
抵
当
権

者
）
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
第
三
取
得
者

は
売
買
契
約
の
み
で
滌
除
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
り
、

事
前
の
謄
記
を
必
要
と
す
る
論
理
的
必
然
性
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

一
八
〇
四
年
法
に
お
い
て
滌
除
の
た
め
に
謄
記
が
必
要
と
さ
れ
る
説

得
的
な
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
は
難
し
い55

）。

②

一
八
〇
六
年
民
訴
法
は
、
謄
記
を
所
有
権
取
得
の
対
抗
要
件

と
す
る
こ
と
な
く
、
謄
記
に
重
要
な
機
能
を
付
与
す
る
。
八
三
四
条

一
項
（
一
八
五
五
年
法
廃
止
）
曰
く
、

民
法
第
二
一
二
三
条
、
第

二
一
二
七
条
及
び
第
二
一
二
八
条
の
抵
当
権
を
有
す
る
が
、
抵
当
不

動
産
の
譲
渡
以
前
に
証
書
を
登
記
し
て
い
な
い
債
権
者
は
、
所
有
権

移
転
行
為
以
後
、
所
有
権
移
転
証
書
の
謄
記
か
ら
一
五
日
以
内
に
登

記
が
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
に
限
り
、
民
法
第
三
編
第
一
八

章
第
八
節
の
規
定
に
従
い
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

つ
ま
り
、
売
主
の
抵
当
権
者
は
、
第
三
取
得
者
の
取
得
証
書
の
謄
記

か
ら
一
五
日
間
に
つ
い
て
は
、
買
主
の
不
動
産
に
対
し
て
、
抵
当
権

の
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き
る56

）。
し
た
が
っ
て
、
取
得
証
書
謄
記
か

ら
一
五
日
経
過
時
点
ま
で
に
登
記
さ
れ
た
抵
当
権
が
、
滌
除
対
象
既

登
記
抵
当
権
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
八
〇
六
年
民
訴
法
に
お
い

て
は
、
謄
記
は
、
滌
除
対
象
既
登
記
抵
当
権
を
確
定
さ
せ
る
機
能
を

有
す
る
。

③

一
八
五
五
年
法
に
お
い
て
は
、

謄
記
が
さ
れ
る
ま
で
は
、

前
二
条
に
規
定
す
る
証
書
及
び
判
決
か
ら
生
じ
る
権
利
は
、
不
動
産

に
権
利
を
取
得
し
、
か
つ
法
律
の
規
定
に
従
い
そ
れ
を
保
存
し
た
第

三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

一
八
五
五
年
法
三
条
一
項
）。

し
た
が
っ
て
、
第
三
取
得
者
で
あ
る
こ
と
を
売
主
の
抵
当
権
者
に
対

抗
す
る
た
め
に
、
買
主
は
、
謄
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

一
八
五
五
年
法
六
条
一
項
は
「
謄
記
が
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
…
先
取

特
権
者
又
は
抵
当
権
者
は
、
前
所
有
者
に
対
し
て
有
効
に
登
記
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
買
主
の
謄
記

に
よ
り
売
主
の
抵
当
権
者
は
抵
当
権
の
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
の
で
、
謄
記
は
、
滌
除
対
象
既
登
記
抵
当
権
を
確
定
さ
せ
る

た
め
に
必
要
で
あ
る
。

⑵

前
主
以
前
の
取
得
証
書
謄
記
の
要
否

一
六

甲
不
動
産
が
Ａ
か
ら
Ｂ
、
Ｂ
か
ら
Ｃ
へ
と
順
次
売
却
さ
れ
、

Ｃ
は
取
得
証
書
を
謄
記
し
た
が
、
Ｂ
は
、
そ
れ
を
し
て
い
な
い
場
合

に
お
い
て
、
Ａ
の
抵
当
権
者
は
、
Ｂ
の
取
得
証
書
が
謄
記
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
理
由
に
、
Ｃ
の
滌
除
手
続
終
了
後
に
甲
不
動
産
に
抵
当

権
を
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ

が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｃ
は
、
甲
不
動
産
か
ら
抵
当
権
を
滌

資 料
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除
す
る
に
あ
た
り
、
自
己
の
取
得
証
書
な
ら
ず
、
Ｂ
（
前
主
又
は
前

主
以
前
）
の
取
得
証
書
も
併
せ
て
謄
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

①
｜
②
）。

①

一
八
〇
四
年
法
に
お
い
て
は
、
謄
記
に
滌
除
対
象
既
登
記
抵

当
権
を
確
定
す
る
機
能
は
な
い
（⇒

一
五
①
）
の
で
、
Ａ
・
Ｂ
間
で

売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
時
点
で
Ａ
の
抵
当
権
者
は
、
登
記
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
一
八
〇
六
年
民
訴
法
八
三
四
条
一
項

（⇒

一
五
②
）
は
、
滌
除
対
象
既
登
記
抵
当
権
を
Ｃ
の
証
書
の
謄
記

か
ら
一
五
日
以
内
に
登
記
さ
れ
た
抵
当
権
に
限
定
す
る
の
で
、
Ｃ
の

証
書
の
謄
記
か
ら
一
五
日
以
後
に
つ
い
て
は
、
Ａ
の
抵
当
権
者
の
抵

当
権
登
記
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
は
、
自
己
の
取
得

証
書
を
謄
記
し
て
滌
除
手
続
を
し
さ
え
す
れ
ば
、
以
後
、
Ａ
以
前
の

所
有
者
の
抵
当
権
者
の
抵
当
権
に
よ
り
追
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
い57

）。

②

一
八
五
五
年
法
以
降
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る58

）。

一
八
五
五
年
法
六
条
一
項
は
「
謄
記
が
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
…
先
取

特
権
者
又
は
抵
当
権
者
は
、
前
所
有
者
（p

reced
en
t
 
p
ro
-

p
rieta

ire

）
に
対
し
て
有
効
に
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と

規
定
す
る
が
、

前
所
有
者
」
は
単
数
形
で
あ
る
の
で
、
謄
記
に
よ

り
登
記
が
で
き
な
く
な
る
抵
当
権
者
は
、
転
得
者
（
Ｃ
）
の
前
主

（
Ｂ
）
の
抵
当
権
者
に
限
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｃ
が
謄
記
を
し
た

と
し
も
、
Ｂ
が
謄
記
を
し
な
い
限
り
、
Ａ
の
抵
当
権
者
は
登
記
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
滌
除
が
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も

妥
当
し
、
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
が
謄
記
を
し
て
い
な
け
れ
ば
、
Ｃ
の
滌

除
手
続
終
了
後
で
あ
っ
て
も
、
Ａ
の
抵
当
権
者
は
有
効
に
抵
当
権
を

登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
一
八
五
五
年
法
以
降
に
お

い
て
、
す
べ
て
の
抵
当
権
を
滌
除
す
る
た
め
に
は
、
Ｃ
は
、
自
己
の

取
得
証
書
の
み
な
ら
ず
、
前
主
（
又
は
前
主
以
前
）
の
取
得
証
書
も

謄
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶

謄
記
が
不
要
と
さ
れ
る
場
合
の
有
無

一
七

所
有
権
取
得
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
た
め
に
謄
記
が
必
要

と
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
滌
除
に
あ
た
っ
て
は
、
第
三
取
得

者
は
謄
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

具
体
的
に
は
、
特
定
遺
贈
（leg

s p
a
rticu

lier

）
が
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
特
定
名
義
受
遺
者
（⇒

七
③
）
は
、
滌
除
に
あ
た
り
遺

言
書
（testa

m
en
t

）
を
謄
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
二
一
八
一
条
一
項
は
謄
記
の
対
象
は
「
移
転
契・
約・

書
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
、
一
八
五
五
年
法
は
遺
言
処
分
に
適

用
さ
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
特
定
名
義
受
遺
者
は
未
謄
記
の
ま
ま

で
滌
除
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る59

）。
し

か
し
、
判
例
は
、
第
三
者
対
抗
要
件
と
し
て
謄
記
が
必
要
と
さ
れ
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
滌
除
の
要
件
と
し
て
謄
記
が
必
要
で
あ
る
と
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解
す
る60

）。
そ
の
理
由
に
つ
き
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖

ド
・
ロ
ワ
ヌ
曰
く
、

謄
記
は
滌
除
の
本
質
的
条
件
（co

n
d
itio

n
 

essen
tielle

）
で
あ
る
か
ら
、
特
定
名
義
受
遺
者
に
未
謄
記
の
ま
ま

で
の
滌
除
権
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
﹇
謄
記
﹈
手
続
は
、

第
三
者
に
﹇
特
定
﹈
遺
贈
を
知
ら
せ
、
か
つ
第
三
者
に
﹇
滌
除
﹈
手

続
を
警
告
す
る
目
的
を
有
す
る
の
で
あ
る61

）」。
し
た
が
っ
て
、
滌
除

手
続
に
あ
た
っ
て
は
、
特
定
名
義
受
遺
者
は
遺
言
書
を
謄
記
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い62

）。

54
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2393,

p
p
.
622

623.

55
）

ト
レ
ヤ
ー
ル
草
案
は
謄
記
を
所
有
権
取
得
の
対
抗
要
件
と
す
る

規
定
を
設
け
て
い
た
（
ト
レ
ヤ
ー
ル
草
案
九
一
条
）

香
山
「
基
本

的
性
格
⑷
」
二
〇
〇
｜
二
〇
一
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
ト
レ
ヤ
ー
ル

草
案
に
お
い
て
は
、
事
前
の
謄
記
が
要
求
さ
れ
る
（
ト
レ
ヤ
ー
ル
草

案
九
〇
条
）
趣
旨
は
一
八
五
五
年
法
と
同
じ
で
あ
る
（⇒

③
）。
し

か
し
、
ト
レ
ヤ
ー
ル
草
案
九
一
条
の
削
除
と
と
も
に
ト
レ
ヤ
ー
ル
草

案
九
〇
条
も
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
起
草
者
の
不
注
意
か

ら
か
、
ト
レ
ヤ
ー
ル
草
案
九
〇
条
（
後
の
二
一
八
一
条
）
は
残
っ
て

し
ま
っ
た
（P

la
n
io
l et R

ip
ert,

t.X
III,n

°1217,p
.530.

）。
二
一

八
一
条
の
趣
旨
が
不
明
確
で
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
起
草
過
程
を

原
因
と
す
る
。

56
）

星
野
「
概
観
」
二
五
｜
二
七
頁
参
照
。

57
）

C
iv
.
14 ja

n
v
.
1818,

S
.
1818.

1.
300.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.

III,
272,

p
.
326,

tex
te et n

o
te 7 et

294,
p
.
510,

n
o
te 1;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2394,
p
.
624.

58
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.II,

209,
p
p
.
315

319,
tex

te et n
o
tes

 
99 a

103,
t.
III,

272,
p
.
329,

tex
te et n

o
te 11 et t.

III,
294,

p
.
510,

n
o
te 1;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

-

equ
es
,
t.
II,
n
°1555,

p
p
.
688

689 et t.
III,

n
°2077,

p
p
.
323

324
 

et t.
III,

n
°2394,

p
.
624.

59
）

P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°1218,

p
.
532.

60
）

C
iv
.
6 fev

.
1889,

D
.
1889.

1.
299,

S
.
1889.

1.
385.

61
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2395,

p
.
626.

62
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2396,

p
.
627.

３

既
登
記
抵
当
権
者
に
対
す
る
通
告

⑴

通
告

一
八

滌
除
の
た
め
に
は
、
取
得
証
書
の
謄
記
（⇒

一
四
｜
一

七
）
の
後
、

新
所
有
者
は
、
追
行
前
又
は
最
初
の
催
告
か
ら
一
ヶ

（法政研究82-４- ）50 1168
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月
以
内
に
、
債
権
者
が
登
記
に
お
い
て
選
定
し
た
住
所
に
宛
て
て
、

…
書
類
を
債
権
者
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

二
一
八
三
条

柱
書
）。
第
三
取
得
者
は
、
通
告
と
同
時
に
、

債
務
の
弁
済
期
が
到

来
し
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
代
価
を
限
度
と
し
て
抵
当
債
務
及
び
費

用
を
直
ち
に
弁
済
す
る
旨
の
」
申
込
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
二
一
八
四
条
）

⇒
三
三
）
が
、
こ
れ
に
対
し
て
既
登
記
抵
当
権
者

は
、
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
る
（⇒

三
九
）
か
ど
う
か
（⇒

五

六
）
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

債
権
者
〔
既
登

記
抵
当
権
者
〕
に
﹇
第
三
﹈
取
得
者
の
立
場
を
認
識
さ
せ
、
か
つ
、

事
情
を
わ
き
ま
え
た
上
で
二
つ
の
選
択
肢
か
ら
一
つ
を
選
ぶ
こ
と
が

で
き
る
の
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し63

）」
て
、
第

三
取
得
者
に
通
告
が
課
さ
れ
る
。
通
告
す
べ
き
書
類
は
、
三
種
類
で

あ
る
（
二
一
八
三
条
）

⇒

①
｜
③
）。

①

新
所
有
者
の
証
書
の
抄
本
」

一
号
）。

そ
の
抄
本
に
は
、

証
書
の
日
付
及
び
性
質
、
売
主
又
は
贈
与
者
の
氏
名
及
び
正
確
な
指

示
、
売
買
又
は
贈
与
の
目
的
物
の
性
質
及
び
所
在
地
、
財
産
が
複
数

個
か
ら
な
る
と
き
は
土
地
及
び
土
地
が
所
在
す
る
郡
の
一
般
的
名
称
、

代
価
及
び
売
却
代
価
の
一
部
を
な
す
負
担
又
は
贈
与
の
場
合
は
目
的

物
の
評
価
額
が
、
記
載
さ
れ
る
」

同
号
）

⇒

二
五
）。

②

売
買
証
書
の
謄
記
抄
本
」

二
号
）。
も
っ
と
も
、
二
号
の

規
定
す
る
「
売
買
証
書
の
謄
記
抄
本
」
は
、
一
号
の
規
定
す
る
「
新

所
有
者
の
証
書
の
抄
本
」
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
条
文
を
字

義
通
り
に
解
釈
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
三
取
得
者
は
同
一
証
書
を
二

通
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
無
意
味
で
あ
る

の
で
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
二
号
の

規
定
す
る
「
売
買
証
書
の
謄
記
抄
本
」
は
、
第
三
取
得
者
が
謄
記
を

し
た
こ
と
を
証
明
す
る
「
謄
記
証
明
書
（certifica

t
 
d
e
 
tra
n
-

scrip
tio
n

）」
の
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る64

）。

③

三
つ
の
欄
か
ら
な
る
表
」

三
号
）。

第
一
欄
に
は
抵
当
権

の
日
付
及
び
登
記
の
日
付
、
第
二
欄
に
は
債
権
者
の
氏
名
、
第
三
欄

に
は
登
記
さ
れ
た
債
権
の
額
が
、
記
載
さ
れ
る
」

同
号
）。
こ
の
情

報
に
よ
り
抵
当
権
者
は
、
自
己
の
抵
当
権
順
位
を
認
識
し
た
上
で
、

弁
済
申
込
額
で
十
分
な
弁
済
を
受
け
る
の
か
ど
う
か
、
受
け
な
い
と

き
は
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
べ
き
か
ど
う
か
を
判
断
す
る65

）。

⑵

期
間

一
九

第
三
取
得
者
は
、
取
得
証
書
の
謄
記
（⇒

一
四
｜
一
七
）

を
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ・
の・
と・
き・
か・
ら・
、
そ・
れ・
だ・
け・
で・
通
告
を
す
る
こ

と
が
で
き
る66

）。
債
権
者
の
請
求
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で

も
な
く
、
ま
た
通
告
に
先
立
ち
第
三
取
得
者
は
前
主
に
対
し
て
登
記

の
解
除
（m

a
in
lev
ee

）
を
請
求
す
る
必
要
も
な
い67

）。

二
〇

い・
つ・
ま・
で・
通
告
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
第
三
取
得
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者
が
率
先
し
て
滌
除
手
続
を
す
る
場
合
と
、
既
登
記
抵
当
権
者
の
追

行
に
対
し
て
滌
除
手
続
を
す
る
場
合
と
で
、
異
な
る
（⇒

①
｜
②
）。

①

既
登
記
抵
当
権
者
の
追
行
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
第
三
取

得
者
が
滌
除
手
続
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
通
告
は
期
間
制
限
に

服
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
既
登
記
抵
当
権
者
が
競
売
手
続
を
開
始

し
な
い
限
り
、
第
三
取
得
者
は
、
い・
つ・
ま・
で・
も・
通
告
を
す
る
こ
と
が

で
き
る68

）。

②

第
三
取
得
者
の
通
告
に
先
立
ち
既
登
記
抵
当
権
者
が
追
行
し

て
き
た
場
合
に
つ
い
て
は
、

新
所
有
者
は
、
…
最
初
の
催
告
か
ら

一
ヶ
月
以
内
に
、
…
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

二
一
八
三
条

柱
書
）。
す
な
わ
ち
、
通
告
は
期
間
制
限
に
服
す
る
。
複
数
の
抵
当

権
者
が
催
告
を
し
た
と
き
は
、
最
初
に
さ
れ
た
催
告
時
が
、
期
間
の

起
算
点
と
な
る69

）。

二
一
八
三
条
の
「
催
告
」
は
、
二
一
六
九
条70

）が
規
定
す
る
「
弁
済

又
は
…
委
付
催
告
（so
m
m
a
tio
n
...d
e
 
p
a
y
er...o

u
 
d
e
 
d
ela
is-

ser

）」
の
こ
と
で
あ
る71

）。
し
た
が
っ
て
、
抵
当
権
者
は
弁
済
又
は
委

付
催
告
か
ら
「
三
〇
日
経
過
後
に
」

二
一
六
九
条
）
抵
当
不
動
産

の
売
却
手
続
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
、
第
三
取
得
者
は
、
そ
の
期

間
内
に
滌
除
手
続
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
一
八
三
条
は
「
一
ヶ
月
」
と
、
二
一
六
九
条
は
「
三
〇
日
」
と
規

定
す
る
が
、
二
一
八
三
条
の
「
一
ヶ
月
」
は
「
三
〇
日
」
の
こ
と
で

あ
る72

）。
三
〇
日
の
期
間
内
に
通
告
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
第
三
取
得

者
は
滌
除
権
を
失
う73

）。

⑶

相
手
方

二
一

通
告
は
、
謄
記
前
に
登
記
を
し
、
か
つ
謄
記
後
に
抵
当
権

保
存
吏
が
第
三
取
得
者
に
対
し
て
交
付
す
る
謄
抄
本
（eta

t

）

二

一
九
六
条
参
照
）
に
記
載
さ
れ
た
抵
当
権
者
の
全
員
に
対
し
て
、
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な74

）い75
）。

し
た
が
っ
て
、
謄
記
後
に
登
記
し
た
抵
当

権
者
、
又
は
謄
記
前
に
登
記
を
し
た
が
抵
当
権
保
存
吏
に
よ
る
脱
漏

で
謄
抄
本
に
未
記
載
の
抵
当
権
者
に
対
し
て
は
、
第
三
取
得
者
は
通

告
す
る
必
要
は
な
い76

）。
こ
れ
ら
の
者
は
、
い
ず
れ
も
第
三
取
得
者
に

対
す
る
追
求
権
を
有
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
二
一
九
八
条77

）・
一
八
五

五
年
法
六
条
参
照
）。
ま
た
、
通
告
は
登
記
上
の
選
定
住
所
（⇒

「
登
記
」
三
一
①
・
同
三
二
①
）
に
宛
て
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
二
一
八
三
条
）

⇒

二
三
）
の
で
、
選
定
住
所
未
記
載78

）の
既
登

記
抵
当
権
者
に
対
し
て
も
、
通
告
は
必
要
と
さ
れ
な
い79

）。

数
名
で
一
つ
の
債
権
を
有
す
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
す
べ

て
の
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
し
て
通
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

選
定
住
所
が
一
つ
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る80

）。

二
二

複
数
の
既
登
記
抵
当
権
者
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
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の
全
員
に
対
し
て
通
告
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
滌
除
手
続
全

体
が
無
効
と
な
る
こ
と
は
な
い81

）。
通
告
さ
れ
な
か
っ
た
既
登
記
抵
当

権
者
（
以
下
「
未
通
告
既
登
記
抵
当
権
者
」
と
い
う
。）
の
処
遇
は
、

未
通
告
の
原
因
が
誰
に
あ
る
か
に
応
じ
て
、
異
な
る
（⇒

①
｜
②
）。

①

謄
抄
本
に
記
載
さ
れ
、
か
つ
選
定
住
所
を
有
す
る
既
登
記
抵

当
権
者
に
対
す
る
通
告
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
よ
う
に
、
未
通
告

の
原
因
が
第
三
取
得
者
に
あ
る
と
き
は
、
滌
除
手
続
は
、
通
告
さ
れ

た
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
す
る
関
係
で
は
有
効
で
あ
る
が
、
未
通
告

既
登
記
抵
当
権
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
無
効
で
あ
る82

）。
し
た

が
っ
て
、
未
通
告
既
登
記
抵
当
権
者
の
抵
当
権
は
滌
除
さ
れ
ず
、
未

通
告
既
登
記
抵
当
権
者
は
滌
除
手
続
終
了
後
に
お
い
て
も
追
求
権
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

抵
当
権
保
存
吏
が
謄
抄
本
に
記
載
し
な
か
っ
た
と
き
の
よ
う

に
、
未
通
告
の
原
因
が
抵
当
権
保
存
吏
に
あ
る
と
き
は
、
未
通
告
既

登
記
抵
当
権
者
の
抵
当
権
は
滌
除
さ
れ
る
（
二
一
九
八
条83

））。
し
か

し
、
未
通
告
既
登
記
抵
当
権
者
は
、
抵
当
不
動
産
の
代
価
分
配
の
た

め
に
開
始
さ
れ
た
順
位
配
当
に
お
い
て
優
先
的
な
順
位
決
定
を
請
求

す
る
こ
と
（
二
一
九
八
条
）、
又
は
抵
当
権
保
存
吏
に
対
し
て
損
害

賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
一
九
七
条
二
号
・
二
一
九
八

条
）。二

三

通
告
は
「
債
権
者
が
登
記
に
お
い
て
選
定
し
た
住
所
に
宛

て
て
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一
八
三
条
）。
し
か
し
、
抵
当

権
者
の
現
住
所
（d

o
m
icile reel

）
に
対
し
て
さ
れ
た
通
告
も
、
有

効
で
あ
る84

）。
実
際
、

選
定
住
所
は
、
も
っ
ぱ
ら
抵
当
権
者
に
対
し

て
送
達
を
す
べ
き
第
三
者
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、

第
三
者
が
、
こ
の
利
益
を
放
棄
し
し
つ
つ
、
抵
当
権
者
に
す
べ
き
送

達
を
抵
当
権
者
個
人
又
は
抵
当
権
者
の
現
住
所
（d

o
m
icile g

en
er-

a
le

）
に
す
べ
き
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い85

）」。

⑷

形
式

二
四

第
二
一
八
三
条
…
に
規
定
す
る
通
告
…
は
、
…
こ
れ
が

さ
れ
る
郡
の
第
一
審
裁
判
所
長
が
選
任
し
た
執
行
吏
が
、
こ
れ
を
す

る
。
こ
れ
ら
の
通
告
…
は
、
増
価
競
売
及
び
順
位
配
当
の
届
出
が
さ

れ
る
裁
判
所
の
代
訴
士
の
選
任
を
含
」
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一

八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
二
条
一
項
）。

第
八
三
二
条
…
に
規
定

す
る
手
続
が
遵
守
さ
れ
な
い
場
合
は
、
す
べ
て
無
効
と
す
る
」

一

八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
八
条
三
項
）。

⑸

取
得
証
書
抄
本
記
載
事
項

二
五

第
三
取
得
者
は
、

新
所
有
者
の
証
書
の
抄
本
」

以
下

「
取
得
証
書
抄
本
」
と
い
う
。）、

売
買
証
書
の
謄
記
証
明
書
」
及
び

「
三
つ
の
欄
か
ら
な
る
表
」
を
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

一

（82-４- ）1171 53
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八
）。
そ
し
て
、
取
得
証
書
抄
本
に
は
、

証
書
の
日
付
及
び
性
質
、

売
主
又
は
贈
与
者
の
氏
名
及
び
正
確
な
指
示
、
売
買
又
は
贈
与
の
目

的
物
の
性
質
及
び
所
在
地
、
財
産
が
複
数
個
か
ら
な
る
と
き
は
土
地

及
び
土
地
が
所
在
す
る
郡
の
一
般
的
名
称
、
代
価
及
び
売
却
代
価
の

一
部
を
な
す
負
担
又
は
贈
与
の
場
合
は
目
的
物
の
評
価
額
が
、
記
載

さ
れ
」
る
こ
と
を
要
す
る
（
二
一
八
三
条
一
号
）

⇒

①
｜
③
）。

①

取
得
証
書
抄
本
に
は
、

贈
与
の
場
合
は
目
的
物
の
評
価
額
」

が
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
一
八
三
条
は
贈
与
の
場
合
に

つ
き
目
的
物
の
評
価
額
の
記
載
を
要
求
す
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
取

得
証
書
に
代
価
が
明
記
さ
れ
な
い
場
合
の
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
る86

）。

し
た
が
っ
て
、
第
三
取
得
者
が
交
換
に
よ
り
不
動
産
を
取
得
し
た
と

き
に
も
、
目
的
物
の
評
価
額
が
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い87

）。
記

載
す
べ
き
評
価
額
は
、
第
三
取
得
者
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
た
額
で

よ
い
。
か
り
に
評
価
額
が
低
廉
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
抵
当
権
者
は

増
価
競
売
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る88

）。

②

売
買
代
価
の
一
部
を
な
す
負
担
」
は
、

不
動
産
の
所
有
者

と
な
る
に
あ
た
り
、
取
得
者
が
、
厳
密
な
意
味
で
の
売
買
代
価
に
上

乗
せ
し
て
、
売
主
…
に
弁
済
又
は
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

金
銭
又
は
給
付
の
す
べ
て89

）」
の
こ
と
を
い
う90

）。
し
た
が
っ
て
、
本
来

は
売
主
が
負
担
す
べ
き
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
費
用
（⇒

九91
））、

又

は
契
約
に
よ
り
取
得
者
が
負
担
す
べ
き
享
受
開
始
（en

tree
 
en

 

jo
u
issa

n
ce

）
以
前
の
租
税
債
務92

）は
、
取
得
証
書
抄
本
に
記
載
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
第
三
取
得
者
が
負
担
す
べ
き
も
の

に
つ
い
て
は
、

売
買
代
価
の
一
部
を
な
す
負
担
」
で
は
な
い
。
売

買
費
用93

）、
代
価
の
利
息94

）又
は
享
受
開
始
後
の
保
険
料
（p

rim
es

95
）

d
’a
ssu

ra
n
ce

）
な
ど
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
。
も
っ
と
も
、
第
三
取

得
者
が
「
売
買
代
価
の
一
部
を
な
す
負
担
」
と
そ
う
で
な
い
負
担
の

双
方
を
負
う
場
合
に
は
、
第
三
取
得
者
は
、
通
告
に
お
い
て
、
双
方

を
区
別
し
て
記
載
す
る
義
務
を
負
う
わ
け
で
は
な
い96

）。

③

売
買
代
価
（
又
は
売
買
代
価
の
一
部
を
な
す
負
担
）
が
現
物

給
付
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
れ
が
終
身
定
期
金
（ren

te
 
v
ia
g
er-

e

）
で
あ
る
場
合
に
つ
き
、
判
例
は
、
代
価
を
金
銭
で
評
価
す
る
必

要
は
な
い
と
解
す
る97

）。
確
か
に
、
二
一
八
三
条
は
代
価
の
金
銭
的
評

価
を
第
三
取
得
者
に
義
務
づ
け
て
い
な
い
が
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、

既
登
記
抵
当
権
者
は
、
二
一
八
四
条
に
よ
る
「
代
価
を
限
度
と
し
て

…
弁
済
す
る
旨
」
の
申
込
み
（⇒

三
三
）
に
対
し
て
増
価
競
売
の
申

立
て
を
す
べ
き
か
ど
う
か
を
、
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ

で
、
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
及
び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・

ロ
ワ
ヌ
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
代
価
の
金
銭
的
評
価
の
な
い
通
告

を
無
効
と
解
す
る98

）。
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⑹

規
定
違
反
通
告

二
六

規
定
違
反
の
通
告
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
規
定
が
な
い
。

そ
こ
で
、
規
定
違
反
通
告
の
効
力
は
、

潜
在
的
無
効
（n

u
llite

99
）

v
irtu

elle
）」
の
理
論
に
よ
り
決
定
さ
れ
る100

）。
す
な
わ
ち
、
規
定
違

反
通
告
に
よ
り
法
律
が
そ
れ
を
第
三
取
得
者
に
義
務
づ
け
た
目
的
が

達
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
、
裁
判
官
が
事
案
毎
に
評
価
し
、
そ
の
よ

う
な
通
告
で
は
既
登
記
抵
当
権
者
は
正
確
な
判
断
を
下
す
こ
と
は
で

き
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
そ
の
通
告
は
無
効
と
な
る
。

二
七

潜
在
的
無
効
理
論
（⇒
二
六
）
を
適
用
す
る
と
、
以
下
の

結
果
と
な
る
（⇒

①
｜
②
）。

①

代
価
の
記
載
に
誤
り
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
通
告
記
載
代

価
が
取
得
証
書
記
載
代
価
を
下
回
る
と
き
は
、
通
告
は
無
効
と
な
る101

）。

既
登
記
抵
当
権
者
は
、
過
小
の
通
告
記
載
代
価
に
よ
り
増
価
競
売
申

立
て
（⇒

三
九
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

②

代
価
の
記
載
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
通
告
記
載
代
価

が
取
得
証
書
記
載
代
価
を
上
回
る
と
き
は
、
通
告
は
無
効
で
は
な
い
。

第
三
取
得
者
の
弁
済
申
込
額
は
通
告
記
載
代
価
で
あ
り
、
か
つ
既
登

記
抵
当
権
者
は
通
告
記
載
代
価
を
要
求
で
き
る
の
で
、
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
既
登
記
抵
当
権
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら

で
あ
る102

）。

二
八

規
定
違
反
通
告
無
効
の
主
張
権
者
は
、
規
定
違
反
通
告
を

さ
れ
た
既
登
記
抵
当
権
者
に
限
ら
れ
る103

）。
す
な
わ
ち
、
規
定
違
反
通

告
無
効
は
相
対
無
効
（n

u
llite

rela
tiv
e

）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

適
正
な
通
告
を
さ
れ
た
既
登
記
抵
当
権
者
又
は
売
主104

）は
無
効
主
張
権

者
で
は
な
い
。

無
効
主
張
権
者
は
、
無
効
主
張
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る105

）。

そ
れ
に
よ
り
無
効
原
因
は
治
癒
さ
れ
る
。
し
か
し
、
無
効
主
張
権
者

に
よ
る
増
価
競
売
申
立
て
（⇒

三
九
）
は
、
無
効
主
張
権
の
放
棄
と

は
み
な
さ
れ
な
い106

）。

通
告
が
無
効
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
第
三
取
得
者
は
、
有

効
期
間
内
に
再
度
の
通
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る107

）。

⑺

特
則108

）

二
九

以
下
の
四
つ
の
場
合
（⇒

①
｜
④
）
で
、
か
つ
譲
渡
が

「
単
一
の
代
価
」
で
さ
れ
た
と
き
は
、
第
三
取
得
者
は
、
通
告
に
お

い
て
、

証
書
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
総
額
の
評
価
割
当
て
」

二
一

九
二
条
一
項
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
三

取
得
者
は
、

単
一
の
代
価
」
を
不
動
産
毎
に
振
り
分
け
て
、
不
動

産
毎
の
代
価
を
通
告
に
記
載
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

①

新
所
有
者
の
取
得
証
書
」
に
「
不
動
産
及
び
動
産
」
が
同

時
に
含
ま
れ
る
場
合
。

②

新
所
有
者
の
取
得
証
書
」
に
「
複
数
の
抵
当
権
保
存
所
の
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管
轄
郡
に
所
在
す
る
」
複
数
の
不
動
産
が
含
ま
れ
る
場
合
。
な
お
、

こ
れ
ら
の
不
動
産
が
「
同
一
の
経
営
に
属
す
る
か
ど
う
か
」
は
、
問

わ
れ
な
い
。

③

新
所
有
者
の
取
得
証
書
」
に
「
同
一
の
抵
当
権
保
存
所
の

管
轄
郡
に
所
在
す
る
」
複
数
の
不
動
産
が
含
ま
れ
、
か
つ
、
そ
こ
に

「
抵
当
権
の
目
的
で
あ
る
不
動
産
と
目
的
で
な
い
不
動
産
」
が
混
在

す
る
場
合
。

④

新
所
有
者
の
取
得
証
書
」
に
「
同
一
の
抵
当
権
保
存
所
の

管
轄
郡
に
所
在
」
す
る
複
数
の
不
動
産
が
含
ま
れ
、
そ
の
不
動
産
の

す
べ
て
が
複
数
又
は
一
人
の
債
権
者
に
よ
り
「
個
別
に
登
記
」
さ
れ

た
抵
当
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
場
合
。
一
人
の
抵
当
権
者
に
よ
る

登
記
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
者
が
複
数
の
債
権
を
担
保
す
る
た

め
に
登
記
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
つ
の
債
権
を
担
保
す
る
た

め
に
複
数
回
の
登
記
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
構
わ
な
い109

）。

三
〇

評
価
割
当
て
が
第
三
取
得
者
に
課
さ
れ
る
理
由
は
二
つ
あ

る
（⇒

①
｜
②110

））。

①

か
り
に
評
価
割
当
て
を
し
な
い
ま
ま
で
の
弁
済
申
込
み
（⇒

三
三
）
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
滌
除
対
象
不
動
産
の
抵
当
権

者
は
、
弁
済
申
込
額
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
増
価
競

売
申
立
て
（⇒

三
九
）
を
す
べ
き
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

②

評
価
割
当
て
を
し
な
い
ま
ま
滌
除
手
続
が
さ
れ
た
と
き
は
、

順
位
配
当
に
お
い
て
、
混
乱
が
生
じ
る
。

三
一

評
価
割
当
て
の
方
法
は
、
四
つ
の
場
合
（⇒

二
九
）
に
応

じ
て
異
な
る
（⇒

①
｜
④111

））。

①

新
所
有
者
の
取
得
証
書
」
に
「
不
動
産
及
び
動
産
」
が
同

時
に
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
不
動
産
の
代
価
部
分
が
通
告
に
記
載
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

新
所
有
者
の
取
得
証
書
」
に
「
複
数
の
抵
当
権
保
存
所
の

管
轄
郡
に
所
在
す
る
」
複
数
の
不
動
産
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
滌

除
が
さ
れ
る
管
轄
郡
内
の
不
動
産
の
代
価
部
分
が
通
告
に
記
載
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

新
所
有
者
の
取
得
証
書
」
に
「
同
一
の
抵
当
権
保
存
所
の

管
轄
郡
に
所
在
す
る
」
複
数
の
不
動
産
が
含
ま
れ
、
か
つ
、
そ
こ
に

「
抵
当
権
の
目
的
で
あ
る
不
動
産
と
目
的
で
な
い
不
動
産
」
が
混
在

す
る
場
合
に
は
、
抵
当
不
動
産
の
代
価
部
分
が
通
告
に
記
載
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

新
所
有
者
の
取
得
証
書
」
に
「
同
一
の
抵
当
権
保
存
所
の

管
轄
郡
に
所
在
」
す
る
複
数
の
不
動
産
が
含
ま
れ
、
そ
の
不
動
産
の

す
べ
て
が
複
数
又
は
一
人
の
債
権
者
に
よ
り
「
個
別
に
登
記
」
さ
れ

た
抵
当
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

個
別
に
登
記
」
さ

れ
た
抵
当
不
動
産
毎
の
代
価
部
分
が
、
通
告
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

三
二

評
価
割
当
て
の
欠
缺
に
よ
り
、
通
告
は
無
効
と
な
る112

）。
す

べ
て
の
抵
当
権
者
が
無
効
主
張
権
者
で
あ
る
が
、
売
主
は
無
効
主
張

権
者
で
は
な
い113

）。
し
か
し
、
評
価
割
当
て
が
不
動
産
の
代
価
部
分
を

正
確
に
反
映
し
て
い
な
い
と
き
は
、
抵
当
権
者
だ
け
で
な
く
、
売
主

も
、
評
価
割
当
て
を
批
判
（critiq

u
e

）
す
る
こ
と
が
で
き
る114

）。

63
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2402,

p
.
630.

64
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2412,

p
.
640.

実
際
、
共
和
暦
七
年
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
一
一
日

法
（
以
下
「
共
和
暦
七
年
法
」
と
い
う
。）

三
〇
条
一
号
）
は
、

謄
記
証
明
書
」
を
通
告
す
べ
き
で
あ
る
と
規
定
す
る
（
フ
ラ
ン
ス

担
保
法
研
究
会
八
一
九
頁
）。

65
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2413,

p
.
640.

66
）

P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°1216,

p
.
529.

67
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
511,

tex
te et n

o
te 2;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2403,
p
.
631.

68
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2357,

p
.
584 et n

°2403,
p
.
631.

こ
れ
に
対
し
て
、
共
和
暦

七
年
法
は
一
ヶ
月
の
期
間
制
限
を
設
け
る
。
三
〇
条
柱
書
曰
く
、

契
約
で
表
明
さ
れ
た
代
価
が
す
べ
て
の
負
担
及
び
抵
当
権
を
返
済

す
る
た
め
に
不
十
分
で
あ
る
と
き
は
、
取
得
者
は
、
そ
の
全
額
の
弁

済
を
免
れ
、
か
つ
、
第
一
四
条
に
認
め
る
追
行
の
効
力
か
ら
免
れ
る

た
め
に
、
譲
渡
証
書
の
謄
記
か
ら
一
ヶ
月
以
内
に
、
債
権
者
に
対
し

て
、
債
権
者
の
選
定
住
所
に
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
通
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」

フ
ラ
ン
ス
担
保
法
研
究
会
八
二
九
頁
、
引
用
に
あ

た
り
一
部
改
訳
）。

69
）

C
iv
.
29 n

o
v
.
1820,

S
.
1821.

1.
151;

C
iv
.
30 ju

ill.
1822,

J
.

G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2074,

S
.
1822.

1.
350.-

A
u
b
ry et R

a
u
,

t.
III,

294,
p
.
512,

n
o
te 5;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2403,

p
.
632.

70
）

第
二
一
六
九
条

第
三
取
得
者
が
前
条
〔
二
一
六
八
条
〕
の

義
務
の
一
つ
を
完
全
に
履
行
し
な
い
と
き
は
、
各
抵
当
権
者
は
、
債

務
者
（d

eb
iteu

r
 
o
rig
in
a
ire

）
に
対
す
る
弁
済
催
告
（co

m
m
a
n
-

d
em
en
t

）
及
び
第
三
取
得
者
に
対
す
る
弁
済
期
到
来
債
務
の
弁
済

又
は
抵
当
不
動
産
（h

erita
g
e

）
の
委
付
催
告
か
ら
三
〇
日
経
過
後

に
、
第
三
取
得
者
に
対
し
て
抵
当
不
動
産
を
売
却
さ
せ
る
権
利
を
有

す
る
。」

71
）

R
eq
.
25 n

o
v
.
1862,

D
.
1863.

1.
209,

S
.
1863.

1.
149.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
512,

tex
te et n

o
te 4;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2403,

p
.

631.

抵
当
権
者
が
第
三
取
得
者
に
滌
除
手
続
を
す
る
こ
と
を
促
す

べ
く
す
る
「
滌
除
催
告
」
の
こ
と
で
は
な
い
（A

u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.

III,
294,

p
.
511,

n
o
te 4.

）。
し
た
が
っ
て
、
抵
当
権
者
が
弁
済
又
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は
委
付
催
告
を
す
る
前
に
滌
除
催
告
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け

で
三
〇
日
の
期
間
が
数
え
始
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

一
八
〇
四
年
法
は
「
滌
除
催
告
」
と
い
う
も
の
を
、
そ
も
そ
も
認
め

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

72
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
511,

n
o
te 3;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2128,

p
p
.

369
370 et n

°2403,
p
p
.
631

632.

一
八
〇
四
年
法
制
定
時
の
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
共
和
暦
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
共
和
暦
に
お
い

て
は
一
ヶ
月
は
常
に
三
〇
日
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
〇
四

年
法
の
起
草
者
は
、
二
一
六
九
条
の
期
間
と
二
一
八
三
条
の
期
間
を

同
一
と
考
え
て
い
た
。

73
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.512,n

o
tes 6 a

7;B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2403,

p
.

632.

74
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
512,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2404,

p
.

632.

75
）

一
八
〇
六
年
民
訴
法
八
三
四
条
一
項
は
、
第
三
取
得
者
の
謄
記

後
で
あ
っ
て
も
、
前
主
の
抵
当
権
者
は
一
五
日
以
内
に
有
効
に
登
記

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
謄
記
後
に

登
記
さ
れ
た
前
主
の
抵
当
権
者
の
抵
当
権
も
滌
除
対
象
と
な
る
（⇒

一
五
②
）
が
、
一
八
〇
六
年
民
訴
法
八
三
五
条
前
段
は
「
前
条
〔
一

八
〇
六
年
民
訴
法
八
三
四
条
〕
の
規
定
に
お
い
て
、
新
所
有
者
は
、

証
書
の
謄
記
以
前
に
登
記
を
し
て
い
な
い
債
権
者
に
対
し
て
、
民
法

第
二
一
八
三
条
及
び
第
二
一
八
四
条
に
規
定
す
る
送
達
を
す
る
義
務

を
負
わ
な
い
」
と
規
定
す
る
の
で
、
謄
記
後
に
登
記
を
し
た
前
主
の

抵
当
権
者
に
通
告
を
す
る
必
要
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
で
述

べ
た
原
則
は
、
一
八
〇
六
年
か
ら
一
八
五
五
年
の
期
間
に
お
い
て
も

妥
当
す
る
（C

f.
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

e-

qu
es
,
t.
III,

n
°2404,

p
.
633.

）。

76
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
512,

n
o
te 8;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2404,

p
.

633.

77
）

第
二
一
九
八
条

抵
当
権
保
存
吏
が
、
不
動
産
に
つ
き
登
記

さ
れ
た
負
担
の
一
個
又
は
数
個
を
証
明
書
（certifica

t

）
に
記
載

す
る
こ
と
を
脱
漏
し
た
と
き
は
、
新
所
有
者
（n

o
u
v
ea
u
 
p
o
sses-

seu
r

）
が
名
義
の
謄
記
以
降
に
証
明
書
を
請
求
し
た
と
き
に
限
り
、

新
所
有
者
は
脱
漏
さ
れ
た
負
担
を
免
れ
た
不
動
産
を
取
得
す
る
。
た

だ
し
、
抵
当
権
保
存
吏
は
、
責
任
を
負
う
。
脱
漏
さ
れ
た
債
権
者
は
、

取
得
者
が
代
価
を
支
払
っ
て
い
な
い
又
は
債
権
者
間
の
順
位
配
当
が

承
認
（h

o
m
o
lo
g
a
tio
n

）
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
自
己
の
有
す
る

順
位
に
従
い
順
位
決
定
を
請
求
す
る
権
利
を
失
わ
な
い
。」

78
）

オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
及
び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ

ワ
ヌ
は
、
選
定
住
所
が
登
記
に
未
記
載
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
り

登
記
は
無
効
と
な
ら
な
い
と
す
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

276,

p
p
.
350

351,
tex

te et n
o
te 21;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°1694,

p
.
837.

）。
こ
れ
に
対
し
て
、

一
八
六
三
年
以
前
の
判
例
は
、
選
定
住
所
未
記
載
の
登
記
を
無
効
と
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解
す
る
（R

eq
.
2 m

a
i 1816,

J
.
G
.,
v
°P
riv
.
et h

yp
.,
n
°1527

1°,

S
.
1816.

1.
245;

C
iv
.
27 a

o
u
t 1828,

S
.
1835.

1.
5 a

la n
o
te;

C
iv
.
6 ja

n
v
.
1835,

J
.
G
.,
v
°P
riv
.
et h

yp
.,
n
°1527

1°,
S
.
1835.

1.
5;
C
iv
.
12 ju

ill.
1836,

J
.
G
.,
v
°P
riv
.
et h

yp
.,
n
°1527

2°,
S
.

1836.
1.
556;

C
iv
.
11 d

ec.
1843,

J
.
G
.,
v
°P
riv
.
et h

yp
.,
n
°1527

2°,
S
.
1844.

1.
46;

C
iv
.
26 ju

ill.
1858,

D
.
1858.

1.
354,

S
.

1858.
1.
812;

C
iv
.
28 m

a
rs 1882,

D
.
1883.

1.
125,

S
.
1882.

1.

263.

）。
し
か
し
、
一
八
六
三
年
の
連
合
部
判
決
（C

h
.
reu

n
.,

14
 

ja
n
v
.
1863,

D
.
1863.

1.
101,

S
.
1863.

1.
73.

）
は
、
抵
当
権
保
存

所
の
管
轄
内
に
現
住
所
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
が
記
載
さ
れ
て
い
れ

ば
、
そ
れ
を
も
っ
て
選
定
住
所
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ

て
、
選
定
住
所
未
記
載
の
登
記
は
無
効
と
な
ら
な
い
と
す
る
。

79
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
512,

tex
te et n

o
te 9;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2404,
p
.
633.

80
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
512,

tex
te et n

o
te 10;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2404,
p
p
.
633

634.

81
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
513,

tex
te et n

o
te 11.

82
）

R
eq
.
22 ju

ill.
1812,

J
.
G
.,
v
°P
riv
.
et h

yp
.,
n
°2087;

R
eq
.

28 m
a
i 1817,

S
.
1818.

1.
297;

C
iv
.
25 a

v
ril 1888,

D
.
1889.

1.

102,
S
.
1889.

1.
49.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
513,

tex
te

 
et n

o
te 12;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

e-

qu
es
,
t.
III,

n
°2405,

p
p
.
634

635.

83
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2405,

p
.
635.

84
）

R
eq
.
26 n

o
v
.
1884,

D
.
1885.

1.
115,

S
.
1886.

1.
63.-

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
513,

tex
te
 
et n

o
te
 
13;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2404,
p
.
634.

85
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
513,

n
o
te 13.

86
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2410,

p
.
638.

87
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
513,

tex
te et n

o
te 14;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2410,
p
.
638.

88
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2410,

p
.
638.

89
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
514,

tex
te.

90
）

C
iv
.
15
 
m
a
i 1811,

J.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°193

1°,
S
.

1811.
1.
257;

C
iv
.
25 n

o
v
.
1811,

J.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°191

1°,
S
.
1812.

1.
85;

C
iv
.
2 n
o
v
.
1813,

J.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°

207,
S
.
1814.

1.
11;

C
iv
.
3 a

v
ril 1815,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,

n
°191

3°,
S
.
1815.

1.
207;

R
eq
.
13 m

a
i 1872,

J
.
G
.,
S
u
ppl.,

v
°

S
u
ren

ch
ere
,
n
°159,

S
.
1872.

1.
244.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
514,

tex
te et n

o
tes 16 a

17;
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2407,

p
.
636.

91
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
514,

tex
te et n

o
te 18;
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B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2407,
p
.
636.

92
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
514,

tex
te et n

o
te 19;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2407,
p
.
636.

93
）

R
eq
.
26 fev

.
1822,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°195

1°,
S
.

1822.
1.
305.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
514,

tex
te et

 
n
o
te 20;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2407,

p
.
637.

94
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
514,

tex
te et n

o
te 21;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2407,
p
.
637.

95
）

C
iv
.
14 n

o
v
.
1894,

D
.
1896.

1.
513,

S
.
1896.

1.
137.-

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
514,

tex
te
 
et n

o
te
 
22;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2407,
p
.
637.

96
）

C
iv
.
2 n
o
v
.
1813,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°207,

S
.
1814.

1.

11.-
A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
515,

tex
te et n

o
te 23;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2409,
p
p
.
637

638.

97
）

C
iv
.
3
 
a
v
ril 1815,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°191

3°,
S
.

1815.
1.
207;

R
eq
.
11 m

a
rs 1829,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°205,

S
.
1829.

1.
89;

C
iv
.
14 n

o
v
.
1894,

D
.
1896.

1.
513,

S
.
1896.

1.

137.

98
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
515,

tex
te et n

o
te 24;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2410,
p
.
638 et n

°2411,
p
p
.
638

639.

99
）

あ
る
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
さ
れ
た
と
き
に
お
い
て
は
、
そ

れ
を
無
効
と
す
る
規
定
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
官
は
、

法
律
の
精
神
（l’esp

rit d
e la lo

i

）」
を
く
み
と
り
、
そ
の
行
為
の

無
効
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
無
効
を

「
潜
在
的
無
効
」
と
い
う
。

法
規
違
反
が
要
件
又
は
手
続
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
又
は
そ
の
手
続
を

す
る
こ
と
が
立
法
者
の
期
待
し
た
目
的
の
完
全
な
実
現
に
不
可
欠
で

あ
れ
ば
、
法
規
違
反
行
為
は
潜
在
的
無
効
と
な
る
」

A
u
b
ry
 
et

 
R
a
u
,
t.
I,

37,
p
.
120,

tex
te.

）。
裁
判
官
が
潜
在
的
無
効
を
宣
言

す
る
た
め
に
は
、
そ
の
行
為
が
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

こ
と
に
加
え
て
、
こ
の
規
定
違
反
行
為
が
法
律
の
精
神
に
従
っ
た
と

き
に
無
効
と
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
の
法
的
評
価
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（A

u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
I,

37,
p
p
.
119

120,
tex

te et
 

n
o
tes 8 a

10.

）。

100
）

R
eq
.
14 m

a
rs 1853,

S
.
1853.

1.
261.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.

III,
294,

p
p
.
515

516,
tex

te
 
et
 
n
o
te
 
25;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2417,

p
.

644.
101
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
516,

tex
te et n

o
te 26;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2417,
p
p
.
644

645.
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102
）

C
iv
.
3
 
a
v
ril 1815,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°191

3°,
S
.

1815.
1.
207;

R
eq
.
21 m

a
rs 1820,

J
.
G
.,
v
°L
ou
age

,
n
°324

2°,

S
.
1820.

1.
327;

C
iv
.
4 fev

.
1857,

D
.
1857.

1.
83;

C
iv
.
9 a
v
ril

 
1878,

D
.
1878.

1.
372,

S
.
1878.

1.
319.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
516,

tex
te et n

o
te 27;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2417,

p
.
644.

103
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
521,

tex
te et n

o
te 44;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2419,
p
.
645.

104
）

C
iv
.
9 n

o
v
.
1858,

D
.
1858.

1.
440,

S
.
1859.

1.
49.

105
）

C
iv
.
4 m

a
i 1892,

D
.
1894.

1.
84,

S
.
1892.

1.
575.-

A
u
b
ry

 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
521,

tex
te et n

o
te
 
45;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2420,

p
.

646.

106
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
521,

tex
te et n

o
te 46;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2420,
p
.
646.

107
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
521,

tex
te et n

o
te 47.

108
）

オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
は
、
二
一
九
二
条
の
全
体
を
既
登
記
抵
当
権

の
滌
除
の
最
後
の
部
分
で
ま
と
め
て
検
討
す
る
（A

u
b
ry
 
et
 
R
a
u
,

t.
III,

294,
p
p
.
537

540,
tex

te et n
o
tes 118 a

126.

）。
し
か

し
、
二
一
九
二
条
一
項
は
、
通
告
の
特
則
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
取

り
扱
う
方
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
に
つ
い

て
は
、
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
の
体
系
に
し
た
が
わ
な
い
。

109
）

し
た
が
っ
て
、

新
所
有
者
の
取
得
証
書
」
に
「
同
一
の
抵
当

権
保
存
所
の
管
轄
郡
に
所
在
」
す
る
複
数
の
不
動
産
が
含
ま
れ
、
そ

の
不
動
産
の
す
べ
て
が
抵
当
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
抵
当
権
が
包
括
抵
当
権
（h

y
p
o
th
eq
u
e g

en
era

le

）

の
と
き
又
は
同
一
の
特
定
抵
当
権
（h

y
p
o
th
eq
u
e sp

ecia
le

）
の

と
き
は
、
二
一
九
二
条
一
項
は
適
用
さ
れ
な
い
（C

iv
.
14
 
n
o
v
.

1894,
D
.
1896.

1.
513,

S
.
1896.1.137.-

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2421,

p
p
.
647

648.

）。

110
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
538,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2422,

p
p
.

648
649.

111
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
538,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2423,

p
.

649.

112
）

C
iv
.
6 n
o
v
.
1894,

D
.1896.1.225,S

.1896.1.185.-
A
u
b
ry

 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
538,

tex
te et n

o
te 120;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2425,

p
.

650.

113
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
p
.
538

539,
tex

te et n
o
tes

 
121 a

122;
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

e-

qu
es
,
t.
III,

n
°2425,

p
.
650.

114
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
539,

tex
te et n

o
te 123;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2424,
p
p
.
649

650.
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４

弁
済
申
込
み

⑴

内
容

三
三

第
三
取
得
者
は
、
二
一
八
三
条
の
通
告
（⇒

一
八
）
と
同

時
に
、
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
し
て
、

債
務
の
弁
済
期
が
到
来
し

た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
代
価
を
限
度
と
し
て
抵
当
債
務
及
び
費
用
を

直
ち
に
弁
済
す
る
旨
の
」
申
込
み
（
以
下
「
弁
済
申
込
み
」
と
い

う
。）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一
八
四
条
）

⇒

①
｜
③
）。

贈
与
の
場
合
は
目
的
物
の
評
価
額
」

二
一
八
三
条
一
号
）
が
、
弁

済
申
込
額
と
な
る115

）。

①

第
三
取
得
者
が
代
価
を
限
度
と
し
て
弁
済
を
申
し
込
む
べ
き

債
務
は
、
弁
済
期
が
到
来
し
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い116

）。
す
な
わ
ち
、

第
三
取
得
者
は
、
売
主
（
債
務
者
）
の
有
し
た
期
限
の
利
益
を
享
受

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
が

終
身
定
期
金
で
あ
り
、
そ
の
元
本
の
弁
済
期
が
未
到
来
の
場
合
に
つ

い
て
も
、
同
様
で
あ
る117

）。

②

二
一
八
四
条
の
「
代
価
」
は
、
二
一
八
三
条
一
号
の
「
代
価

及
び
売
却
代
価
の
一
部
を
な
す
負
担
」

⇒

二
五
②
）
の
こ
と
で
あ

る118
）。③

弁
済
申
込
み
は
、

無
条
件
か
つ
全
面
的
（p

u
re
 
et
 
sim

-

p
le,

et

119
）

in
teg

ra
le

）」
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
第
三
取
得
者
は
、
弁
済
申
込
み
に
期
限
又
は
留
保
を
付
す
こ
と

は
で
き
ず
、
ま
た
申
込
み
に
あ
た
り
控
除
（d

ed
u
ctio

n

）
を
主
張

す
る
こ
と
も
で
き
な
い120

）。
す
な
わ
ち
、
第
三
取
得
者
が
売
主
か
ら
代

価
の
支
払
い
に
つ
き
期
限
を
許
与
さ
れ
た
と
し
て
も
、
第
三
取
得
者

は
、
滌
除
に
あ
た
り
、
そ
の
利
益
を
放
棄
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

第
三
取
得
者
が
売
主
に
債
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
債
権

と
代
金
債
権
を
相
殺
す
る
旨
の
合
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
第
三
取

得
者
は
、
そ
の
こ
と
を
抵
当
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

三
四

二
一
八
四
条
（⇒

三
三
）
に
反
す
る
内
容
の
弁
済
申
込
み

は
無
効
で
あ
る
。
そ
し
て
、
弁
済
申
込
み
の
無
効
に
よ
り
、
二
一
八

三
条
の
通
告
（⇒

一
八
）
も
無
効
と
な
る121

）。

三
五

弁
済
申
込
み
の
文
言
は
、
か
な
ら
ず
し
も
二
一
八
四
条
の

表
現
通
り
の
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
弁
済
申
込
み
の
内
容
が
二

一
八
四
条
の
趣
旨
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る122

）。

⑵

弁
済
申
込
み
の
効
果

三
六

第
三
取
得
者
は
、
弁
済
申
込
み
を
一
方
的
に
撤
回

（retra
cta

tio
n

）
す
る
こ
と
は
で
き
な
い123

）。
二
一
八
五
条
一
項
一

号
は
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
し
て
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
べ
き
か

ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
つ
き
四
〇
日
の
期
間
を
与
え
る
（⇒

四

五
）
が
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
期
間
中
の
弁
済
申
込
み
の
維
持
を
第
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三
取
得
者
に
義
務
づ
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
売
買
代
価
の
減

額
を
理
由
と
し
た
弁
済
申
込
額
の
修
正
又
は
縮
減
も
認
め
ら
れ
な
い124

）。

こ
れ
は
事
実
上
の
一
部
撤
回
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
三
取
得
者
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
再
通
告
（n

o
u
v
elle n

o
tifi-

ca
tio
n

）
と
い
う
方
法
で
、
弁
済
申
込
額
を
訂
正
（rectifica

-

tio
n

）
す
る
こ
と
が
で
き
る125

）。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
二
一
八
五

条
一
項
一
号
の
規
定
す
る
四
〇
日
の
増
価
競
売
申
立
期
間
（⇒

四

五
）
の
起
算
点
は
再
通
告
時
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り

既
登
記
抵
当
権
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
一
部

追
奪
（ev

ictio
n p

a
rtielle

）
を
受
け
た
と
き
は
、
増
価
競
売
申
立

期
間
（⇒

四
五
）
満
了
後
で
も
、
第
三
取
得
者
は
、
順
位
配
当
に
お

い
て
弁
済
申
込
額
の
縮
減
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る126

）。

三
七

弁
済
申
込
み
に
よ
り
第
三
取
得
者
は
、
既
登
記
抵
当
権
者

に
対
し
て
、

個
人
的
債
務
（en

g
a
g
em
en
t p

erso
n
n
el

）」
を
負

う127
）。

し
か
し
、
第
三
取
得
者
は
、
こ
れ
に
よ
り
第
三
取
得
者
の
地
位

を
失
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
取
得
者
が
負
う
べ
き
義
務
の
範

囲
は
、
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
額
に
限
定
さ
れ
る128

）。
ま
た
、
第
三
取

得
者
は
、
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
し
て
有
す
る
「
検
索
の
抗
弁
権

（ex
cep

tio
n d

e d
iscu

tio
n

）」

二
一
七
〇
条
）
を
失
わ
な
い129

）。
さ

ら
に
、
善
意
（b

o
n
n
e fo

i

）
か
つ
正
当
な
権
原
（ju

ste titre

）
を

有
し
さ
え
す
れ
ば
、
第
三
取
得
者
は
、
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
し
て

一
〇
年
又
は
二
〇
年
の
時
効
に
よ
る
抵
当
権
の
消
滅
を
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
二
一
八
〇
条
一
項
四
号
・
同
条
三
項
・
二
二
六
五
条

参
照130

））。

三
八

既
登
記
抵
当
権
者
か
ら
の
催
告
を
契
機
に
第
三
取
得
者
が

滌
除
手
続
を
開
始
し
た
と
き
（⇒

二
〇
②
）
は
、
第
三
取
得
者
は
、

催
告
日
か
ら
、
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
し
て
代
価
の
利
息
の
支
払
義

務
を
負
う131

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
取
得
者
が
率
先
し
て
滌
除
手
続

を
開
始
し
た
と
き
（⇒

二
〇
①
）
は
、
第
三
取
得
者
が
既
登
記
抵
当

権
者
に
対
し
て
代
価
の
利
息
の
支
払
義
務
を
負
担
す
る
の
は
、
弁
済

申
込
日
か
ら
で
あ
る132

）。

売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
第
三
取
得
者
に
対
し
て
代
価
の
利
息

の
支
払
い
を
免
除
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
合
意
は
既
登
記
抵

当
権
者
に
は
対
抗
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
第
三
取
得
者
は
既
登
記
抵

当
権
者
に
対
す
る
関
係
で
代
価
の
利
息
の
支
払
義
務
を
負
う133

）。
も
っ

と
も
、
代
価
の
利
息
の
支
払
免
除
が
一
定
期
間
に
限
定
さ
れ
て
い
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い134

）。
と
い
う
の
も
、

こ
の
よ
う
な
場
合

に
お
い
て
は
、
免
除
さ
れ
た
利
息
は
、
代
価
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の

と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る135

）」。

115
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2414,

p
.
641.
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116
）

こ
れ
に
対
し
て
、
共
和
暦
七
年
法
（
一
五
条
一
項
・
三
〇
条
三

号
）
に
お
い
て
は
、
第
三
取
得
者
は
、
弁
済
期
未
到
来
の
債
権
を
被

担
保
債
権
と
す
る
抵
当
権
を
滌
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（C

f.

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2414,
p
p
.
640

641.

）。
一
八
〇
四
年
法
制
定
時
の
議
論
に
つ
い
て

は
香
山
「
基
本
的
性
格
⑸
」
三
五
〇
｜
三
五
一
頁
註

321
）④
参
照
。

117
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
516,

tex
te et n

o
te 28;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2414,
p
.
641.

118
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
516,

tex
te et n

o
te 29.

119
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
517,

tex
te.

120
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
517,

tex
te et n

o
tes 30 a

32;
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2415,

p
p
.
641

643.

121
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
517,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2418,

p
.

645.

122
）

R
eq
.
28 m

a
i 1817,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2151,

S
.

1818.
1.
297.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
517,

tex
te et

 
n
o
te 33;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2416,

p
.
643.

123
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
517,

tex
te et n

o
te 34;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2427,
p
.
652.

124
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
517,

tex
te et n

o
te 36;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2428,
p
.
654.

125
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
518,

tex
te et n

o
te 37;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2428,
p
.
655.

126
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
518,

tex
te et n

o
te 38;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2428,
p
.
655.

127
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
517,

tex
te.

128
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
518,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2429,

p
.

656.

129
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
518,

tex
te et n

o
te 39;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2429,
p
.
656.

130
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
518,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2429,

p
.

656.

な
お
、
二
一
八
三
条
の
通
告
（⇒

一
八
）
に
よ
り
、
抵
当
権

の
時
効
が
中
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（C

iv
.
6 m

a
i 1840,

J
.
G
.,
v
°

P
riv.

et h
yp
.,
n
°2523

1°,
S
.
1840.

1.
809.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.

III,
294,

p
p
.
518

519,
tex

te
 
et
 
n
o
te
 
40;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2304,

p
p
.

526
527,

et n
°2429,

p
.
656.

）。
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131
）

C
iv
.
9 a

o
u
t 1859,

D
.
1859.

1.
346,

S
.
1859.

1.
785;

C
iv
.

23 ju
in 1862,

D
.
1863.

1.
243,

S
.
1863.

1.
205;

C
iv
.
25 fev

.

1863,
D
.
1863.

1.
147,

S
.
1863.

1.
65;

C
iv
.
1

m
a
rs 1870,

D
.

1870.
1.
262,

S
.
1870.

1.
193;

C
iv
.
6 m

a
rs 1900,

D
.
1902.

1.

305,
S
.
1901.

1.
281.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

287,
p
p
.
449

450,
tex

te et n
o
te 54,

et
294,

p
.
519,

n
o
te 41;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2434,

p
.

660.

132
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
p
.
519

520,
tex

te et n
o
te

 
42;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2434,

p
.
660.

133
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
520,

tex
te et n

o
te 43;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2435,
p
.
660.

134
）

R
eq
.
17 fev

.
1820,

S
.
1839.

1.
435 a

la n
o
te;

R
eq
.
24

 
m
a
rs 1841,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2184

2°,
S
.
1841.

1.
366;

C
iv
.
24 n

o
v
.
1841,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2184

3°,
S
.
1842.

1.
333;

C
iv
.
4 n

o
v
.
1863,

D
.
1863.

1.
471,

S
.
1864.

1.
121.-

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
520,

tex
te
 
et n

o
te
 
43;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2435,
p
.
661.

135
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
520,

tex
te.

５

増
価
競
売
申
立
て

⑴

増
価
競
売
申
立
権

三
九

証
書
が
登
記
さ
れ
た
す
べ
て
の
債
権
者
は
、」

新
所
有

者
の
申
立
て
に
よ
る
通
告
〔⇒

一
八
〕
か
ら
四
〇
日
以
内
に
、」

不

動
産
の
競
り
に
よ
る
公
の
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

二
一
八
五
条
一
項
柱
書
）。
こ
の
競
売
申
立
て
に
あ
た
っ
て
は
、
申

立
人
（⇒

四
一
）
は
、

契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
代
価
又
は
新

所
有
者
が
宣
言
し
た
代
価
に
加
え
て
一
〇
分
の
一
を
加
え
た
値
を
付

け
る
こ
と
又
は
付
け
さ
せ
る
こ
と
」

二
一
八
五
条
一
項
二
号
）
を

引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

四
六
）。
こ
の
よ
う
な
引
き
受

け
を
伴
っ
た
競
売
を
「
増
価
競
売
」
と
い
う
（⇒

三
）。

増
価
競
売
申
立
権
が
認
め
ら
れ
る
理
由
に
つ
き
、
オ
ブ
リ
ー
‖

ロ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
す
な
わ
ち
、
増
価
競
売
申
立
権
は
、
不

動
産
が
有
す
る
「
本
当
の
価
値
を
下
回
る
価
格
で
﹇
不
動
産
の
﹈
譲

渡
が
合
意
さ
れ
る
こ
と
で
、
抵
当
権
の
目
的
物
の
担
保
﹇
価
値
﹈
が

目
減
り
し
て
し
ま
う
こ
と
を
妨
げ
る
た
め
」
に
認
め
ら
れ
る136

）。
そ
し

て
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
増
価
競
売

申
立
権
は
滌
除
の
「
本
質
（essen

tiel

）」
で
あ
る
と
さ
え
い
う137

）。

四
〇

増
価
競
売
申
立
権
は
、
第
三
取
得
者
の
滌
除
権
の
「
緩
和

物
（

138
）

co
rrectif

）」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
増
価
競
売
申
立
権
は
、
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第
三
取
得
者
に
よ
る
通
告
（⇒

一
八
）
後
に
は
じ
め
て
、
認
め
ら
れ

る139
）。⑵

増
価
競
売
申
立
権
を
有
す
る
者

四
一

証
書
が
登
記
さ
れ
た
す
べ
て
の
債
権
者
」

二
一
八
五
条

一
項
柱
書
）
は
、
増
価
競
売
申
立
権
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
既

登
記
抵
当
権
者
は
、
当
然
に
、
増
価
競
売
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
の
者
で
あ
っ
て
も
、
以
下
の
者
は
、
増

価
競
売
申
立
権
を
有
す
る
（
又
は
、
有
さ
な
い
）

⇒

①
｜
⑧
）。

①

増
価
競
売
申
立
て
は
、
抵
当
権
の
有
す
る
追
求
権
の
行
使
方

法
の
一
つ
で
あ
る
の
で
、
追
求
権
を
有
す
る
抵
当
権
者
は
、
す
べ
て
、

増
価
競
売
申
立
権
を
有
す
る140

）。
し
た
が
っ
て
、
二
一
八
五
条
一
項
柱

書
に
か
か
わ
ら
ず
、
既
登
記
抵
当
権
者
だ
け
で
な
く
、
登
記
免
除
・

未
登
記
法
定
抵
当
権
者
も
増
価
競
売
申
立
権
を
有
す
る
（⇒

七
八141

）

①142
））。

し
か
も
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
者
は
、
未
登
記
の

ま
ま
で
、
増
価
競
売
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（⇒

七
八
③
）。

②

登
記
さ
れ
た
…
債
権
者
」
で
あ
っ
て
も
、
第
三
取
得
者
に

交
付
さ
れ
た
謄
抄
本
（
二
一
九
六
条
参
照
）
に
抵
当
権
保
存
吏
の
脱

漏
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
な
い
未
記
載
既
登
記
抵
当
権
者
は
増
価
競

売
申
立
権
を
有・
さ・
な・
い・143

）。
と
い
う
の
も
、
こ
の
者
は
追
求
権
を
有
さ

な
い
か
ら
で
あ
る
（
二
一
九
八
条
）

⇒

二
一
）。

③

抵
当
権
付
債
権
の
譲
受
人144

）、
抵
当
権
代
位
者
（le

 
su
b
ro
g
e

a
so
n

145
）

h
y
p
o
th
eq
u
e

）
又
は
抵
当
権
者
の
一
般
債
権
者
（
一
一
六
六

条
参
照146

））
は
、
増
価
競
売
申
立
権
を
有
す
る
。

④

抵
当
権
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
債
権
の
保
証
人
は
増
価
競
売
申

立
権
を
有・
さ・
な・
い・
が
、
保
証
人
が
弁
済
に
よ
り
抵
当
権
者
に
代
位
し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い147

）。

⑤

抵
当
権
付
債
権
の
用
益
権
者148

）は
、
虚
有
権
者
が
登
記
を
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
け
れ
ば
増
価
競
売
申
立
権
を
有・
さ・
な・
い・
。
し
か
し
、

用
益
権
者
が
自
分
の
た
め
に
登
記
を
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
用
益

権
者
は
、
増
価
競
売
申
立
権
を
有
す
る149

）。

⑥

未
通
告
既
登
記
抵
当
権
者
（⇒

二
二150

））、
被
担
保
債
権
の
弁

済
期
が
未
到
来
の
抵
当
権
者
若
し
く
は
条
件
未
成
就
の
抵
当
権
者151

）、

又
は
増
価
競
売
が
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
配
当
を
受
け
る
見
込
み

の
な
い
抵
当
権
者152

）も
、
増
価
競
売
申
立
権
を
有
す
る
。
追
求
権
を
有

す
る
「
す・
べ・
て・
の・
債
権
者
」
が
増
価
競
売
申
立
権
を
有
す
る
か
ら
で

あ
る
。
第
三
取
得
者
の
弁
済
申
込
額
が
、
す
べ
て
の
抵
当
権
者
に
弁

済
を
す
る
に
つ
き
十
分
な
額
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
抵
当
権
者

の
増
価
競
売
申
立
権
は
否
定
さ
れ
な
い153

）。

⑦

第
三
取
得
者
が
服
す
る
追
奪
に
つ
き
保
証
義
務
を
負
う
者
は
、

増
価
競
売
申
立
権
を
有・
さ・
な・
い・154

）。
な
ぜ
な
ら
、

追
奪
に
つ
き
保
証

義
務
を
負
う
者
は
、
み
ず
か
ら
権
利
を
行
使
し
た
と
し
て
も
、
保
証
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の
抗
弁
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
（Q

u
em
 
d
e ev

ictio
n
e ten

et a
ctio

,

eu
m
d
em
 
a
g
en
tem

 
rep

ellit

155
）

ex
cep

tio

）」
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
売
主
は
増
価
競
売
申
立
権
を
有・
さ・
な・
い・156

）。

⑧

明
示
又
は
黙
示
に
よ
り
、
増
価
競
売
申
立
権
を
放
棄
し
た
者

は
、
増
価
競
売
申
立
権
を
有・
さ・
な・
い・157

）。

⑶

申
立
能
力

四
二

増
価
競
売
の
申
立
て
に
あ
た
っ
て
は
、
増
価
競
売
申
立
人

は
、
他
の
競
り
手
が
契
約
代
価
（
又
は
宣
言
代
価
）
に
一
割
を
加
え

た
値
を
つ
け
な
い
と
き
は
自
ら
が
そ
の
額
で
不
動
産
を
購
入
す
る
こ

と
を
引
き
受
け
る
旨
の
申
述
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一
八
五

条
一
項
二
号
）

⇒

四
六
）。
し
た
が
っ
て
、
増
価
競
売
の
申
立
て
を

す
る
た
め
に
は
、
債
務
負
担
能
力
（ca

p
a
cite

d
e s’o

b
lig
er

）
が

必
要
と
さ
れ
る158

）。
こ
れ
に
加
え
て
、
訴
訟
能
力
（ca

p
a
cite

d
’ester en ju

stice

）
も
要
求
さ
れ
る159

）。

四
三

債
務
負
担
能
力
及
び
訴
訟
能
力
が
要
求
さ
れ
る
（⇒
四

二
）
結
果
、
妻
が
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
る
た
め
に
は
、
夫
又
は

裁
判
所
の
許
可
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
（
二
一
五
条
・
二
一
七
条
参

照160
））。

別
産
制
（reg

im
e d
e sep

a
ra
tio
n d
es b

ien
s

）

⇒

「
法
定

抵
当
権
」
七
）
の
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る161

）。
た
だ
し
、
一
八

九
三
年
二
月
六
日
法
改
正
三
一
一
条
三
項
は
「
別
居
に
よ
り
妻
は
完

全
な
民
事
能
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
夫
又
は
裁
判
所
の
許
可

は
必
要
と
さ
れ
な
い
」
と
規
定
す
る
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
四
七

②
）
の
で
、
同
法
以
降
、
別
産
制
が
別
居
に
よ
る
（
三
一
一
条
）

⇒

「
法
定
抵
当
権
」
七
）
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い162

）。

嫁
資
制
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
八
）
の
場
合
に
お
い
て
、
妻
の
有

す
る
抵
当
権
付
債
権
が
嫁
資
財
産
の
一
部
で
あ
る
と
き
に
、
夫
は
単

独
で
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
か
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
オ
ブ

リ
ー
‖
ロ
ー
は
、
一
五
四
九
条
一
項
が
「
夫
に
限
り
、
婚
姻
中
の
嫁

資
財
産
の
管
理
を
有
す
る
」
と
規
定
す
る
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」

八
）
こ
と
を
根
拠
に
、
そ
れ
を
肯
定
す
る163

）が
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ

ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
嫁
資
制
に
お
い
て
も
夫
は
妻
に
債
務

を
負
わ
せ
る
権
限
を
有
さ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
を
否
定
す
る164

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
共
通
制
（reg

im
e en

 
co
m
m
u
n
a
u
te

）

⇒

「
法
定
抵
当
権
」
四
）
の
妻
の
有
す
る
抵
当
権
付
債
権
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
固
有
財
産
で
あ
れ
ば
、
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
妻
に
限
ら
れ
る165

）。

四
四

増
価
競
売
申
立
権
を
有
さ
な
い
者
が
増
価
競
売
の
申
立
て

を
し
た
と
き
は
、
第
三
取
得
者
を
含
む
す
べ
て
の
者
が
、
増
価
競
売

の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る166

）。
し
か
し
、
許
可
を
得
る
必
要

が
あ
る
妻
（⇒
四
三
）
が
無
許
可
で
増
価
競
売
の
申
立
て
を
し
た
と
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し
て
も
、
第
三
取
得
者
は
増
価
競
売
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
で

き
な167

）い168
）。

と
い
う
の
も
、
二
二
五
条
は
「
許
可
の
欠
缺
に
よ
る
無
効

は
、
妻
、
夫
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
相
続
人
に
限
り
、
こ
れ
を
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
（
併
せ
て
一
一
二
五
条
参
照
）
す
る
の

で
、
こ
の
無
効
は
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
無
許
可
の
妻
に
よ
る
増
価
競
売
の
申
立
て
の
後
、
二
一
八

五
条
一
項
一
号
が
規
定
す
る
四
〇
日
の
期
間
（⇒

四
五
）
内
又
は
当

該
期
間
満
了
後
に
許
可
を
得
た
と
き
は
、
増
価
競
売
は
適
法
な
も
の

と
な
る
。

⑷

申
立
期
間

四
五

増
価
競
売
申
立
て
は
、

新
所
有
者
の
申
立
て
に
よ
る
通

告
か
ら
四
〇
日
以
内
」
に
、
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一
八
五

条
一
項
一
号
本
文
）。
こ
の
期
間
を
徒
過
す
る
と
、
代
価
は
確
定
し

（
二
一
八
六
条
）

⇒

五
六
）、
増
価
競
売
申
立
権
は
失
わ
れ
る169

）。

四
〇
日
の
期
間
の
起
算
時
は
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
す
る
通
告

（⇒

一
八
）
時
で
あ
り
、
そ
れ
は
既
登
記
抵
当
権
者
毎
に
異
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
す
る
通
告
が
遅
れ
た
こ

と
を
理
由
に
、
他
の
既
登
記
抵
当
権
者
は
、
自
己
の
期
間
の
延
長
を

請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い170

）。

こ
の
期
間
は
、
各
﹇
増
価
競
売
﹈
申
立
人
の
選
定
住
所
と
現
実

の
住
所
の
距
離
に
応
じ
て
、
五
万
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
、
二
日
が
付
け

加
え
ら
れ
る
」

二
一
八
五
条
一
項
一
号
但
書
）。
な
お
、
一
八
六
二

年
五
月
三
日
法
は
、
二
日
の
延
長
期
間
を
一
日
に
短
縮
す
る171

）。

期
間
起
算
の
初
日
は
、
一
般
原
則
（D

ies
 
a
 
qu
o
 
n
on

 
com

pu
tatu

r in term
in
o

）

一
八
〇
六
年
民
訴
法
一
〇
三
三
条
参

照
）
に
従
い
、
期
間
に
算
入
さ
れ
な
い172

）。
し
か
し
、
期
間
満
了
の
最

終
日
（d

ies ad
 
qu
m
e

）
は
最
後
の
有
効
日
で
あ
る173

）。
な
お
、
最

終
日
が
休
日
の
と
き
は
、
こ
の
期
間
は
翌
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
（
一

八
九
五
年
四
月
一
三
日
法
改
正
民
訴
法
一
〇
三
三
条174

））。

⑸

一
割
増
引
受
け

四
六

増
価
競
売
申
立
て
に
お
い
て
は
、

契
約
に
お
い
て
定
め

ら
れ
た
代
価
又
は
新
所
有
者
が
宣
言
し
た
代
価
に
一
〇
分
の
一
を
加

え
た
値
を
付
け
る
こ
と
又
は
付
け
さ
せ
る
こ
と
の
、﹇
増
価
競
売
﹈

申
立
人
に
よ
る
引
き
受
け
を
含
」
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一
八

五
条
一
項
二
号
）。
そ
の
結
果
、
増
価
競
売
に
お
い
て
他
の
競
り
手

が
契
約
代
価
（
又
は
宣
言
代
価
）
に
一
割
を
加
え
た
値
を
つ
け
な
い

と
き
は
、
増
価
競
売
申
立
人
は
、
そ
の
引
き
受
け
額
で
不
動
産
を
購

入
す
る
義
務
を
負
う
（⇒

五
九
）。

増
価
競
売
申
立
人
は
「
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
代
価
…
に
一

〇
分
の
一
を
加
え
た
値
」
の
引
き
受
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
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こ
の
「
代
価
」
は
「
売
却
代
価
の
一
部
を
な
す
負
担
」

二
一
八
三

条
一
号
）

⇒

二
五
②
）
を
含
む175

）。
し
た
が
っ
て
、
代
価
が
六
万
フ

ラ
ン
、
代
価
の
一
部
を
な
す
負
担
が
二
万
フ
ラ
ン
の
と
き
は
、
増
価

競
売
申
立
人
の
引
き
受
け
額
は
六
万
六
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
で
は
な
く
、

八
万
八
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
で
あ
る
。

四
七

二
一
九
二
条
一
項
が
規
定
す
る
「
評
価
割
当
て
」
が
さ
れ

た
と
き
（⇒

二
九
｜
三
一
）
は
、

増
価
競
売
申
立
人
は
、
い
か
な

る
場
合
に
お
い
て
も
、
動
産
及
び
自
己
の
債
権
の
た
め
に
抵
当
権
の

目
的
と
な
る
不
動
産
以
外
の
同
一
郡
内
に
所
在
す
る
不
動
産
に
つ
き
、

そ
の
引
き
受
け
を
強
制
さ
れ
な
い
」

二
一
九
二
条
二
項
本
文
）。
し

た
が
っ
て
、
第
三
取
得
者
は
、
増
価
競
売
申
立
人
に
対
し
て
、
動
産

又
は
抵
当
権
の
目
的
で
な
い
不
動
産
に
つ
い
て
の
一
割
増
引
き
受
け

を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
抵
当
不
動
産
で
あ
っ
て
も
、

抵
当
権
保
存
所
の
他
の
管
轄
郡
に
所
在
す
る
不
動
産
に
つ
い
て
は
、

増
価
競
売
申
立
人
は
一
割
増
し
で
の
引
き
受
け
を
す
る
義
務
を
負
わ

な
い176

）。
増
価
競
売
申
立
人
が
同
一
管
轄
郡
内
の
複
数
の
不
動
産
に
抵
当
権

を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
増
価
競
売
申
立
人
は
、
増
価
競
売
の
申

立
て
を
す
べ
き
不
動
産
に
つ
き
選
択
権
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

第
三
取
得
者
は
、
増
価
競
売
申
立
人
が
そ
の
す
べ
て
に
つ
き
一
割
増

し
で
引
き
受
け
る
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
増
価
競
売
申
立
人
が
特
定
抵
当
権
者
で
あ
っ
て
も
、
包
括

抵
当
権
者
で
あ
っ
て
も
、
変
わ
ら
な
い177

）。

取
得
物
の
分
割
又
は
経
営
の
分
割
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
と
き

は
、
そ
の
賠
償
に
つ
き
、
新
所
有
者
は
前
主
に
対
し
て
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
」

二
一
九
二
条
二
項
但
書
）。
ま
た
、
第
三
取
得
者
は

一
六
三
八
条
に
よ
り
売
買
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
も
で
き
る178

）。

⑹

保
証
人
の
提
供

四
八

増
価
競
売
申
立
て
に
さ
い
し
て
、
増
価
競
売
申
立
人
は
、

代
価
及
び
負
担
を
限
度
と
し
て
、
保
証
人
を
提
供
」
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
二
一
八
五
条
一
項
五
号
）。
そ
し
て
、
増
価
「
競
売
申

立
書
は
、
保
証
人
の
指
示
…
を
含
む
」
こ
と
を
要
す
る
（
一
八
四
一

年
改
正
民
訴
法
八
三
二
条
二
項
前
段
）

⇒

①
｜
⑥
）。

①

保
証
人
は
、

代
価
及
び
負
担
」
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
一

割
を
加
え
た
額
（⇒

四
六
）
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い179

）。

②

増
価
競
売
申
立
人
は
、
複
数
名
の
保
証
人
を
提
供
し
て
も
良

い180
）。③

保
証
人
は
、
二
〇
一
八
条
・
二
〇
一
九
条
の
要
件
を
満
た
し

た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
〇
四
〇
条
一
項181

））。
し
た
が
っ
て
、

保
証
人
に
は
、

契
約
締
結
能
力
」、

債
務
の
保
証
の
た
め
に
十
分
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な
財
産
」

す
な
わ
ち
支
払
能
力
）
及
び
「
控
訴
裁
判
所
管
轄
内
住

所182
）」

が
必
要
で
あ
る
（
二
〇
一
八
条
）。
ま
た
、
保
証
人
が
支
払
能

力
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
所
有
「
不
動
産
（p

ro
p
rietes

 
fo
n
cier-

es

）」
の
価
値
か
ら
判
断
さ
れ
る
（
二
〇
一
九
条183

））。
し
か
し
、
不
動

産
を
有
さ
な
い
と
き
は
、
保
証
人
は
、
現
金
（so

m
m
e
 
d
’a
r-

g
en
t

）
又
は
国
債
（ren

te su
r l’E

ta
t

）
の
提
供
で
、
支
払
能
力
を

証
明
（eta

b
issem

en
t

）
す
る
こ
と
が
で
き
る184

）。
一
八
四
一
年
改
正

民
訴
法
八
三
二
条
三
項
は
、
現
金
又
は
国
債
の
提
供
を
も
っ
て
保
証

人
に
代
え
る
こ
と
を
認
め
る
（⇒
⑤
）
の
で
、
当
然
に
、
こ
れ
に
よ

る
保
証
人
の
支
払
能
力
の
証
明
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

④

保
証
人
の
支
払
能
力
は
書
面
に
よ
り
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
こ
の
書
面
は
書
記
課
に
寄
託
さ
れ
る
（
一
八
四
一
年
改
正
民

訴
法
八
三
二
条
二
項
後
段185

））。
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
は
、
増
価
競
売
申

立
て
が
認
め
ら
れ
る
四
〇
日
の
期
間
（⇒

四
五
）
満
了
後
で
あ
っ
て

も
、
保
証
人
の
受
諾
の
判
決
ま
で
は
、
こ
の
書
面
の
寄
託
は
認
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る186

）。
な
ぜ
な
ら
、
増
価
競
売
申
立
て
に
お
い

て
指
示
さ
れ
た
保
証
人
の
支
払
能
力
が
十
分
で
な
い
と
き
は
、
四
〇

日
の
期
間
満
了
後
で
あ
っ
て
も
、
保
証
人
の
変
更
又
は
追
加
が
認
め

ら
れ
て
然
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
例
は
、
こ
の
書
面

は
四
〇
日
の
期
間
満
了
ま
で
に
寄
託
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解

す
る187

）。
そ
の
理
由
に
つ
き
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・

ロ
ワ
ヌ
曰
く
、

追
加
の
﹇
保
証
人
の
﹈
届
出
が
﹇
保
証
人
の
受
諾

の
﹈
判
決
ま
で
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、﹇
利
害
関
係
人
は
保
証
人

の
支
払
能
力
を
﹈
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ

る
当
該
判
決
の
遅
延
は
、
立
法
者
の
意
思
に
反
す
る188

）」。

⑤

保
証
人
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
増
価
競
売

申
立
人
は
、

民
法
第
二
〇
四
一
条
の
規
定
に
従
い
現
金
又
は
国
債

で
担
保
を
提
供
」
す
る
（
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
二
条
三

項
）
こ
と
で
、
保
証
人
提
供
義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
債

は
、
記
名
国
債
で
あ
っ
て
も
、
持
参
人
払
国
債
で
あ
っ
て
も
、
構
わ

な
い189

）。
増
価
競
売
申
立
人
は
、
現
金
又
は
国
債
を
実・
際・
に・
預
金
供
託

金
庫
（la C

a
isse d

es d
ep
o
ts et co

n
sig
n
a
tio
n
s

）
に
寄
託
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず190

）、
こ
の
寄
託
確
認
証
書
の
謄
本
は
送
達
さ
れ
る
（
一

八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
二
条
三
項
）。

一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
二
条
三
項
は
限
定
列
挙
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
増
価
競
売
申
立
人
は
抵
当
権
を
も
っ
て
保
証
人
に
代

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
抵
当
権
が
何
ら
負
担
の
な
い
不
動
産

を
目
的
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
様
で
あ
る191

）。

⑥

一
八
二
七
年
二
月
二
一
日
法
は
、
国
家
が
増
価
競
売
申
立
人

で
あ
る
場
合
に
限
り
、
保
証
人
提
供
義
務
を
免
除
す
る192

）。

四
九

競
り
手
は
、
自
己
の
競
り
が
他
の
者
の
競
り
に
よ
り
上

回
ら
れ
た
と
き
は
、
後
者
の
競
り
が
無
効
を
宣
言
さ
れ
た
と
き
で
も
、
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自
己
の
義
務
を
免
れ
る
」

一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
八
条
二

項
準
用
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
七
〇
五
条
二
項
）。
し
た
が
っ
て
、

増
価
競
売
に
お
い
て
、
他
の
競
り
手
が
契
約
代
価
（
又
は
宣
言
代

価
）
に
一
割
を
加
え
た
額
以
上
の
競
り
を
し
た
と
き
は
、
増
価
競
売

申
立
人
は
す
べ
て
の
義
務
を
免
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
、
保
証
人
の
保

証
債
務
も
消
滅
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
増
価
競
売
申
立
人
以
外
の
第

三
者
が
競
落
人
と
な
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
ず
、
さ
ら
な
る
競
り
に
よ

り
増
価
競
売
申
立
人
が
競
落
人
と
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
妥
当
す

る193
）。

な
ぜ
な
ら
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
曰

く
、

保
証
人
は
、
…
増
価
競
売
か
ら
生
じ
る
義
務
の
す
べ
て
を
保

証
し
、
か
つ
、
そ
れ
し
か
保
証
し
な
い
」
が
、
増
価
競
売
申
立
人
が

競
り
に
よ
り
競
落
人
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
「
増
価
競
売
申
立
人

が
負
う
べ
き
義
務
は
、
こ
の
者
の
た
め
に
宣
言
さ
れ
た
競
売
か
ら
生

じ
た
も
の
過
ぎ
ず
、
増
価
競
売
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る194

）」。
し
た
が
っ
て
、
保
証
人
が
保
証
債
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
恐
れ
が
生
じ
る
の
は
、
他
の
競
り
手
が
契
約
代
価

（
又
は
宣
言
代
価
）
に
一
割
を
加
え
た
値
を
つ
け
な
か
っ
た
た
め
に

増
価
競
売
申
立
人
が
競
落
人
と
な
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る195

）。

⑺

送
達

五
〇

増
価
競
売
申
立
て
は
「
新
所
有
者
に
送
達
さ
れ
」
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
二
一
八
五
条
一
項
一
号
）。
こ
の
送
達
は
、
第
三
取

得
者
の
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
す
る
通
告
（⇒

一
八
）
に
お
い
て
選

任
さ
れ
た
代
訴
士
（⇒

二
四
）
の
住
所
に
対
し
て
、
さ
れ
る
こ
と
を

要
す
る
（
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
二
条
二
項
中
段
）。
第
三

取
得
者
の
現
住
所
に
対
す
る
送
達
は
無
効
で
あ
る196

）。

送
達
は
、
新
所
有
者
に
対
す
る
の
と
「
同
一
の
期
間
内
に
前
所
有

者
で
あ
る
主
た
る
債
務
者
に
」
対
し
て
も
、
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
二
一
八
五
条
一
項
三
号
）。
増
価
競
売
に
よ
り
第
三
取
得
者
の

所
有
権
が
追
奪
さ
れ
た
場
合
は
、
前
所
有
者
は
担
保
責
任
を
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
前
所
有
者
は
増
価
競
売
が
さ
れ
る
か
ど
う

か
を
知
る
こ
と
に
つ
き
、
利
害
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
前
所
有
者

に
対
す
る
送
達
は
、
前
所
有
者
の
現
住
所
又
は
前
所
有
者
個
人
に
対

し
て
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い197

）。
一
八
〇
四
年
法
は
前
所
有
者
が
債

務
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
前
所
有
者
が
物
上
保
証
人
又

は
抵
当
不
動
産
の
第
三
取
得
者
で
あ
る
と
き
の
よ
う
に
、
そ
う
で
な

い
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
は
、
送
達
は
前
所
有
者
と
債
務

者
の
双
方
に
対
し
て
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い198

）。

複
数
の
者
が
共
同
（co

n
jo
in
tem

en
t

）
又
は
連
帯
（so

lid
a
ire-

m
en
t

）
で
不
動
産
を
購
入
又
は
売
却
し
た
と
き
は
、
送
達
は
、

各
々
に
対
し
て
個
別
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い199

）。
不
動
産
を
複
数

名
で
購
入
し
た
者
全
員
が
、
一
つ
の
証
書
で
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
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す
る
通
告
を
し
、
し
か
も
、
そ
こ
で
選
定
さ
れ
た
代
訴
士
が
同
一
人

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
送
達
は
個
別
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る200

）。

五
一

第
二
一
八
五
条
に
規
定
す
る
通
告
…
は
、
単
純
申
請
に

基
づ
き
、
こ
れ
が
さ
れ
る
郡
の
第
一
審
裁
判
所
長
が
選
任
し
た
執
行

吏
が
、
こ
れ
を
す
る
」

一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
二
条
一
項

前
段
）。
送
達
さ
れ
る
増
価
競
売
申
立
て
に
は
、

増
価
競
売
及
び
順

位
配
当
の
届
出
が
さ
れ
る
裁
判
所
の
代
訴
士
の
選
任
」

一
八
四
一

年
改
正
民
訴
法
八
三
二
条
一
項
後
段
）
及
び
「
保
証
人
の
受
諾
の
た

め
の
、
裁
判
所
へ
の
三
日
以
内
の
召
喚
」

一
八
四
一
年
改
正
民
訴

法
八
三
二
条
二
項
前
段
）
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

そ
れ
と
「
同
時
に
、
保
証
人
の
引
受
書
の
謄
本
及
び
保
証
人
の
支
払

能
力
を
確
認
す
る
証
書
の
書
記
課
寄
託
書
の
謄
本
が
、
交
付
さ
れ
」

る
（
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
二
条
二
項
後
段
）。

保
証
人
を

欠
く
た
め
に
、
増
価
競
売
申
立
人
が
…
現
金
又
は
国
債
で
担
保
を
提

供
し
た
と
き
は
、
…
担
保
の
提
供
を
確
認
す
る
証
書
の
謄
本
が
通
告

さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
二
条

三
項
）。

⑻

署
名

五
二

増
価
「
競
売
申
立
書
の
原
本
及
び
謄
本
」
は
、
増
価
競
売

「
申
立
人
又
は
明
示
の
委
任
状
を
有
す
る
代
理
人
に
よ
り
署
名
さ
れ
」

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
代
理
の
場
合
に
お
い
て
は
、
代
理
人
は
、
委
任

状
の
謄
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一
八
五
条
一
項
四

号
）。⑼

手
続
違
反
の
効
果

五
三

二
一
八
五
条
一
項
が
規
定
す
る
増
価
競
売
申
立
手
続
（⇒

四
五
｜
五
二
）
に
違
反
し
た
場
合
は
、
増
価
競
売
は
「
す
べ
て
無
効

と
」
な
る
（
二
一
八
五
条
二
項
）。
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三

二
条
（⇒

四
八
・
五
〇
・
五
一
）
に
違
反
し
た
と
き
に
つ
い
て
も
、

同
様
で
あ
る
（
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
訟
八
三
八
条
三
項
）

⇒

①

｜
③
）。

①

こ
の
無
効
は
絶
対
無
効
（n

u
llite

a
b
so
lu
e

）
で
あ
り
、
す

べ
て
の
利
害
関
係
人
が
そ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る201

）。
し
た

が
っ
て
、
第
三
取
得
者
は
、
自
ら
に
対
し
て
は
適
法
な
送
達
（⇒

五

〇
）
が
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
売
主
に
対
す
る
送
達
（⇒

五
〇
）

の
規
定
違
反
を
理
由
に
増
価
競
売
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

る202
）。

な
ぜ
な
ら
、
増
価
「
競
売
申
立
て
の
手
続
は
、
そ
の
す
べ
て
が

本
質
的
（su

b
sta
n
tiel

）
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
す
べ
て
が

不
可
分
（in

d
iv
isib

le

）
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る203

）」。
そ
の
逆
の
場

合
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
無
効
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
。

②

増
価
競
売
の
宣
言
及
び
召
喚
に
関
す
る
無
効
の
申
出
は
保
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証
人
の
受
諾
に
つ
い
て
の
判
決
の
前
に
、
…
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
に
違
反
す
る
場
合
は
、
失
権
す
る
」

一
八
五
八
年

改
正
民
訴
法
八
三
八
条
四
項
）。

③

増
価
競
売
が
無
効
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
増
価
競
売
申
立
人

は
再
度
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
再
度
の
申
立

て
は
、
増
価
競
売
申
立
て
が
認
め
ら
れ
る
四
〇
日
の
期
間
（⇒

四

五
）
内
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い204

）。

増
価
競
売
申
立
て
の
取
下
げ

五
四

既
登
記
抵
当
権
者
の
う
ち
の
一
人
が
有
効
な
増
価
競
売
申

立
て
を
し
た
と
き
は
、
増
価
「
競
売
申
立
人
の
﹇
増
価
競
売
の
﹈
取

下
げ
は
、﹇
増
価
競
売
の
申
立
て
を
し
た
﹈
債
権
者
が
引
き
受
け
額

を
弁
済
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
公
の
競
売
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き

な
い
」

二
一
九
〇
条
本
文
）。
一
旦
誰
か
に
よ
っ
て
有
効
な
増
価
競

売
申
立
て
が
さ
れ
る
と
、
そ
の
申
立
て
は
、
す
べ
て
の
既
登
記
抵
当

権
者
に
と
っ
て
「
共
通
の
も
の
（co

m
m
u
n

）」
と
な
る
か
ら
で
あ

る205
）。

し
た
が
っ
て
、
第
三
取
得
者
は
、
増
価
競
売
申
立
人
だ
け
に
弁

済
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
増
価
競
売
の
続
行
を
妨
げ
る
こ

と
は
で
き
な
い206

）。
ま
た
、
増
価
競
売
申
立
人
が
第
三
取
得
者
か
ら
弁

済
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
増
価
競
売
申
立
人
は
、
増
価
競
売
を
続

行
す
る
こ
と
が
で
き
る207

）。
第
三
取
得
者
が
増
価
競
売
の
続
行
を
妨
げ

る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
既
登
記
抵
当
権
者
に
弁
済
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（⇒

五
八
①208

））。

他
の
す
べ
て
の
抵
当
権
者
の
明
示
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
」

二
一
九
〇
条
但
書
）。
す
べ
て
の
既
登
記
抵
当
権

者
の
明
示
の
同
意
さ
え
あ
れ
ば
増
価
競
売
の
取
下
げ
は
認
め
ら
れ
る

が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
取
得
者
の
同
意
は
必
要
と
さ
れ
な

い209
）。

第
三
取
得
者
は
増
価
競
売
の
取
下
げ
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
に

つ
き
、
正
当
な
利
益
を
有
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

代
位
追
行

五
五

増
価
競
売
申
立
人
に
よ
る
増
価
競
売
の
取
下
げ
に
よ
り
増

価
競
売
の
続
行
は
妨
げ
ら
れ
な
い
（
二
一
九
〇
条
）

⇒

五
四
）
が
、

増
価
競
売
を
取
り
下
げ
る
よ
う
な
増
価
競
売
申
立
人
が
、
そ
の
後
の

増
価
競
売
の
継
続
に
勤
勉
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の

よ
う
な
場
合
を
考
慮
し
て
、
民
訴
法
は
、
他
の
既
登
記
抵
当
権
者
が
、

増
価
競
売
申
立
人
に
代
位
し
て
、
増
価
競
売
を
続
行
す
る
こ
と
を
認

め
る
（
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
三
条
）。
代
位
追
行
と
い
う

（
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
八
三
八
条
一
項
参
照
）。
す
な
わ
ち
、

増
価
競
売
が
﹇
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
﹈
八
三
二
条
の
召
喚
と

と
も
に
通
告
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
増
価
競
売
申
立
人
又
は
新
所

有
者
が
増
価
競
売
の
申
立
て
か
ら
一
ヶ
月
以
内
に
手
続
を
開
始
し
な
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か
っ
た
と
き
は
、
各
登
記
債
権
者
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
代
位
し
て
、

追
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
三

条
一
項
）。
ま
た
、

追
行
期
間
中
に
お
い
て
、
追
行
者
の
共
謀
、
不

正
又
は
怠
慢
が
あ
る
と
き
も
、
登
記
債
権
者
は
代
位
権
を
有
す
る
」

一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
三
条
三
項
）。

す
べ
て
の
場
合
に

お
い
て
、
代
位
は
増
価
競
売
申
立
人
の
危
険
で
す
る
。
増
価
競
売
申

立
人
の
保
証
人
は
、
そ
の
義
務
を
免
れ
な
い
」

一
八
四
一
年
改
正

民
訴
法
八
三
三
条
四
項
）。

136
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
522,

tex
te.

137
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2438,

p
.
663.

138
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
522,

tex
te.

139
）

C
iv
.
17 a

o
u
t 1869,

D
.
1869.

1.
464,

S
.
1869.

1.
396.-

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
522,

tex
te
 
et n

o
te
 
48;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2439,
p
p
.
663

664.

140
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
522,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2440,

p
.

664.

し
た
が
っ
て
、
滌
除
の
局
面
に
お
け
る
増
価
競
売
に
つ
き
、

通
常
の
増
価
競
売
と
異
な
り
、
一
般
債
権
者
は
申
立
権
を
有
さ
な
い

（P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°1247,

p
.
566.

）。

141
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269.
p
.
302,

tex
te et n

ete 9 et

294,
p
.
522,

tex
te et n

o
te 49;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2440,

p
.
665.

こ
の
よ
う
に
、

増
価
競
売
申
立
権
を
有
す
る
者
は
既
登
記
抵
当
権
者
に
限
ら
れ
な
い

が
、
以
下
、
本
章
に
お
い
て
は
、
既
登
記
抵
当
権
者
が
増
価
競
売
申

立
て
を
す
る
こ
と
を
念
頭
に
、
滌
除
手
続
を
み
る
。

142
）

一
五
九
五
条
は
夫
婦
間
売
買
（v

en
tes en

tre ep
o
u
x

）
を
禁

止
す
る
の
で
、
夫
の
不
動
産
が
売
却
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
妻

は
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
が

問
題
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
増
価
競
売
申
立
人
は
、
競
落
人
と
な

る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
一
八
五
条
一
項
柱
書
は

「
す・
べ・
て・
の・
債
権
者
」
に
増
価
競
売
申
立
権
が
認
め
ら
れ
る
と
規
定

す
る
の
で
、
妻
の
増
価
競
売
申
立
権
は
否
定
さ
れ
な
い
（B

a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2441,

p
.

665.

）。

143
）

C
iv
.
9 n

iv
o
se a

n
 
X
IV
,
J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°53,

S
.

1806.
2.
763.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293,
p
.
494,

tex
te et

 
n
o
te
 
19,

et
294,

p
.
522,

tex
te
 
et
 
n
o
te
 
50;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2442,

p
.

668.

144
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
522,

tex
te et n

o
te 51;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2441,
p
.
667.

145
）

C
iv
.
30 m

a
i 1820,

S
.
1820.

4.
382.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,
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294,
p
p
.
522

523,
tex

te et n
o
te 52;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2441,

p
.
667.

146
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
523,

tex
te et n

o
te 53;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2441,
p
.
667.

147
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
523,

tex
te et n

o
te 54;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2441,
p
.
668.

148
）

C
f.
P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
III,

n
°758,

p
.
714.

149
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
523,

tex
te et n

o
te 55;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2441,
p
.
668.

150
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2440,

p
.
665.

151
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
523,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2441,

p
.

666.

152
）

C
iv
.
14 n

o
v
.
1881,

D
.
1882.

1.
168,

S
.
1882.

1.
257.-

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2441,
p
.
667.

153
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
p
.
523

524,
tex

te et n
o
te

 
58;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2441,

p
.
667.

154
）

R
eq
.
4 m

a
i 1824,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°71

1°;
C
iv
.
8

 

ju
in 1853,

D
.
1853.

1.
209,

S
.
1853.

1.
508;

R
eq
.
18 ja

n
v
.

1860,
D
.
1860.

1.
172,

S
.
1860.

1.
225;

R
eq
.
30 ja

n
v
.
1861,

D
.

1861.
1.
211,

S
.
1861.

1.
337.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.

523,
tex

te et n
o
te 56;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2445,

p
.
670.

155
）

山
口
『
辞
典
』
六
四
七
頁
。

156
）

R
eq
.
30 ja

n
v
.
1861,

D
.
1861.

1.
211,

S
.
1861.

1.
337.-

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2445,
p
p
.
670

671.

157
）

R
eq
.
9 a
v
ril 1839,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°92,

S
.
1839.

1.

276;
R
eq
.
15 m

a
rs 1876,

D
.
1878.

1.
64,

S
.
1876.

1.
216;

C
iv
.

4 m
a
i 1892,

D
.
1894.

1.
84,

S
.
1892.

1.
575.-

A
u
b
ry et R

a
u
,

t.
III,

294,
p
.
523,

tex
te et n

o
te 57;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2446,

p
.
671.

158
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
524,

tex
te et n

o
te 61;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2448,
p
.
673.

159
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
524,

tex
te et n

o
te 61;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2448,
p
.
673.

160
）

C
iv
.
14 ju

in 1824,
J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°64

4°,
S
.
1824.

1.
321.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
524,

tex
te et n

o
te 62;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2449,
p
.
674.

（82-４- ）1193 75

一九世紀フランス法における抵当権の「滌除」の概要㈡（香山）



161
）

も
っ
と
も
、
裁
判
に
よ
る
別
産
制
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
七
）

の
場
合
に
お
い
て
は
、
判
決
の
中
に
黙
示
的
許
可
が
含
ま
れ
る
の
で
、

妻
は
、
夫
が
売
却
し
た
不
動
産
に
つ
き
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
る

に
あ
た
っ
て
、
再
度
の
許
可
を
得
る
必
要
は
な
い
（C

iv
.
29
 
m
a
rs

 
1853,

D
.
1853.

1.
103,

S
.
1853.

1.
442.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
524,

n
o
te 62;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2449,

p
.
674.

）。

162
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2449,

p
.
674.

163
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
525,

tex
te et n

o
te 68 et

 
t.
V
,
535,

p
p
.
546

547,
tex

te et n
o
te 8.

164
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2451,

p
.
677.

165
）

R
eq
.
16 d

ec.
1840,

J
.
G
.,
v
°C
on
tr
.
d
e m

ar
.,
n
°2564,

S
.

1841.
1.
11.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
524,

tex
te et

 
n
o
te 69;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2451,

p
p
.
676

677.

166
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2453,

p
.
679.

167
）

R
eq
.
11 a

v
ril 1842,

J
.
G
.,
v
°C
on
tr
.
d
e m

ar
.,
n
°1994;

C
iv
.
14 ju

in 1843,
J
.
G
.,
v
°C
on
tr
.
d
e m

ar
.,
n
°1997,

S
.
1843.

1.
465.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
524,

tex
te et n

o
te 63;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2452,
p
p
.
678

679.

168
）

も
っ
と
も
、
第
三
取
得
者
は
、
無
許
可
を
理
由
に
保
証
人
の
受

諾
の
た
め
の
召
喚
（
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
二
条
二
項
）

⇒

五
一
）
で
保
証
人
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
も
っ
て

増
価
競
売
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
四
項
参
照
）。
ま

た
、
第
三
取
得
者
は
、
裁
判
所
が
決
定
し
た
期
間
内
に
許
可
が
得
ら

れ
な
い
と
き
は
増
価
競
売
申
立
て
は
却
下
（rejet

）
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
、
裁
判
所
に
対
し
て
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。A

u
b
ry
 
et

 
R
a
u
,
t.
III,

294,
p
.
524,

tex
te
 
et
 
n
o
te
 
64;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2452,

p
.

679.

169
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2455,

p
.
682.

170
）

R
eq
.
10 m

a
i 1853,

D
.
1853.

1.
153,

S
.
1853.

1.
702.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
p
.
525

526,
tex

te et n
o
te 70;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2455,
p
.
680.

171
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
526,

n
o
te 71;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2455,

p
.

681.

172
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
526,

tex
te et n

o
te 73;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2455,
p
.
681.

173
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
526,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2455,

p
p
.
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681
682.

174
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2455,

p
.
682.

175
）

C
iv
.
3
 
a
v
ril 1815,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°191

3°,
S
.

1815.
1.
207;

R
eq
.
6 ju

ill.
1881,

D
.
1882.

1.
449,

S
.
1882.

1.

51.-
A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
526,

n
o
te 76;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2456,

p
.

683.

176
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
539,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2457,

p
p
.

684
685.

177
）

C
iv
.
21 n

o
v
.
1843,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°43,

S
.
1844.

1.

60.-
A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
539,

tex
te et n

o
tes 125

 
a
126;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2457,

p
.
686.

178
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
540,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2518,

p
.

734.

179
）

C
iv
.
10 m

a
i 1820,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°179,

S
.
1820.

1.
358;

R
eq
.
31 m

a
i 1864,

D
.
1871.

1.
222,

S
.
1870.

1.
305.-

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
527,

tex
te
 
et n

o
te
 
77;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2459,
p
p
.
687

688.

180
）

R
eq
.
4 a

v
ril 1826,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°154

2°,
S
.

1826.
1.
353.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
527,

tex
te et

 
n
o
te 79;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2459,

p
.
688.

181
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
527,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2460,

p
p
.

688
689.

182
）

管
轄
内
住
所
」
は
、
選
定
住
所
を
意
味
し
な
い
（C

iv
.
22

 
fev

.
1853,

D
.
1853.

1.
52,

S
.
1853.

1.
275.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.

III,
294,

p
.
527,

n
o
te
 
80;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2460,

p
.
689.

）。

183
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
527,

tex
te et n

o
te 81.

184
）

C
iv
.
3
 
a
v
ril 1832,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°139

2°,
S
.

1832.
1.
444;

R
eq
.
18 ja

n
v
.
1834,

S
.
1834.

1.
8;
R
eq
.
15 m

a
i

 
1877,

D
.
1877.

1.
397,

S
.
1877.

1.
262;

R
eq
.
19 m

a
i 1890,

D
.

1891.
1.
370,

S
.
1890.

1.
329.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.

527,
tex

te et n
o
te 82;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2460,

p
.
689.

185
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2461,

p
.
690.

186
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
p
.
527

528,
tex

te et n
o
tes

 
83 a

84.

こ
れ
は
旧
判
例
の
立
場
で
あ
る
（R

eq
.
6 n
o
v
.
1843,

J
.

G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°161

3°,
S
.
1843.

1.
867.

）。

187
）

C
iv
.
29 a

o
u
t 1855,

D
.
1855.

1.
369,

S
.
1856.

1.
33;

C
iv
.

17 a
o
u
t 1869,

D
.
1869.

1.
464,

S
.
1869.

1.
396.
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188
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2462,

p
.
691.

189
）

R
eq
.
4 ja

n
v
.
1865,

D
.
1865.

1.
172,

S
.
1865.

1.
179.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,p
.528 tex

te et n
o
te 85;B

a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2464,

p
.

692.

190
）

R
eq
.
15 n

o
v
.
1821,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°162,

S
.
1823.

1.
128.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
528,

n
o
te 86;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2465,

p
.

692.

191
）

R
eq
.
16 ju

ill.
1845,

D
.
1845.

1.
332,

S
.
1845.

1.
817;

C
iv
.

7 a
o
u
t 1882,

D
.
1883.

1.
220,

S
.
1882.

1.
457.-

A
u
b
ry et R

a
u
,

t.
III,

294,
p
.
528,

tex
te et n

o
te 87;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2465,

p
.
692.

192
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
529,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2465,

p
.

693.

193
）

C
iv
.
2 a

o
u
t 1870,

D
.
1870.

1.
344,

S
.
1871.

1.
17.

194
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2466,

p
p
.
693

694.

195
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2466,

p
.
694.

196
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
529,

tex
te et n

o
te 91;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2469,
p
.
695.

197
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
529,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2469,

p
p
.

695
696.

198
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
529,

n
o
te 88;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2468,

p
.

695.

199
）

C
iv
.
12 m

a
rs 1810,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°104

1°,
S
.

1810.
1.
208;

C
h
.
reu

n
.,
14 a

o
u
t 1813,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,

n
°104

1°,
S
.
1813.

1.
443.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
529,

tex
te
 
et n

o
te
 
89;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 
L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2468,

p
.
695.

200
）

C
iv
.
28 a

o
u
t 1882,

D
.
1883.

1.
240.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.

III,
294,

p
.
529,

n
o
te
 
90;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2468,

p
.
695.

201
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
530,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2473,

p
.

698.

202
）

R
eq
.
8
(o
u 18)

m
a
rs 1809,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°244

1°,
S
.
1809.

1.
328;

C
iv
.
22 ju

ill.
1828,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,

n
°244

2°,
S
.
1828.

1.
291;

C
iv
.
13 m

a
rs 1865,

D
.
1865.

1.
123,

S
.
1865.

1.
233.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
530,

tex
te et

 
n
o
te 94;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2473,

p
.
698.
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203
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
530,

n
o
te 94.

204
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
530,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2474,

p
p
.

698
699.

205
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
p
.
530

531,
tex

te et n
o
te

 
96;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2479,

p
.
702.

206
）

R
eq
.
18 ja

n
v
.
1860,

D
.
1860.

1.
172,

S
.
1860.

1.
225.-

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
531,

tex
te
 
et n

o
te
 
96;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2479,
p
.
702.

207
）

C
iv
.
31 m

a
i 1831,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°51

3°,
S
.
1831.

1.
412;

R
eq
.
18 ja

n
v
.
1860,

D
.
1860.

1.
172,

S
.
1860.

1.
225.-

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
531,

tex
te
 
et n

o
te
 
97;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2479,
p
.
702.

208
）

C
iv
.
3 fev

.
1808,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°266,

S
.
1808.

1.

129.-
A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
531,

n
o
te 96 et p

.
532,

tex
te et n

o
te 104;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2480,

p
p
.
702

703 et n
°2493,

p
.
711.

209
）

R
eq
.
24 a

v
ril 1855,

D
.
1855.

1.
202,

S
.
1857.

1.
137.-

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
531,

tex
te
 
et n

o
te
 
98;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2476,
p
.
700.

６

有
効
な
増
価
競
売
が
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
効
果

五
六

債
権
者
が
第
二
一
八
五
条
の
定
め
る
期
間
内
に
同
条
の

形
式
に
従
っ
た
﹇
増
価
﹈
競
売
の
申
述
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
不

動
産
の
価
値
は
、
終
局
的
に
、
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
代
価
又

は
新
所
有
者
が
宣
言
し
た
代
価
に
定
ま
る
」

二
一
八
六
条
前
段210

））。

す
な
わ
ち
、
既
登
記
抵
当
権
者
が
、
通
告
か
ら
四
〇
日
以
内
に
増
価

競
売
申
立
て
（
二
一
八
五
条
一
項
）

⇒

三
九
）
を
し
な
か
っ
た
と

き
、
又
は
、
既
登
記
抵
当
権
者
が
四
〇
日
の
期
間
内
に
増
価
競
売
を

申
し
立
て
た
が
二
一
八
五
条
一
項
の
手
続
に
違
反
し
た
た
め
に
増
価

競
売
申
立
て
が
無
効
と
さ
れ
た
と
き
（⇒

五
三
）
は
、

不
動
産
の

価
値
は
、
終
局
的
に
、
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
代
価
又
は
新
所

有
者
が
宣
言
し
た
代
価
に
定
ま
る
」

⇒

①
｜
②
）。

①

不
動
産
の
代
価
が
「
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
代
価
又
は

新
所
有
者
が
宣
言
し
た
代
価
」
に
確
定
し
た
場
合
、
既
登
記
抵
当
権

者
は
、
そ
れ
を
超
え
る
額
を
第
三
取
得
者
に
請
求
す
る
こ
と
は
で
き

な
い211

）。
ま
た
、
第
三
取
得
者
の
所
有
に
帰
し
た
抵
当
不
動
産
が
競
売

さ
れ
、
弁
済
申
込
額
を
上
回
る
値
が
付
い
た
と
し
て
も
、
既
登
記
抵

当
権
者
は
、
順
位
配
当
に
お
い
て
、
超
過
額
に
対
し
て
優
先
権

（d
ro
it d

e p
referen

ce

）
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い212

）。

し
か
し
、
代
価
の
一
部
隠
蔽
（d

issim
u
la
tio
n

）
が
さ
れ
た
場

（82-４- ）1197 79
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合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
既

登
記
抵
当
権
者
は
、
有
効
な
増
価
競
売
が
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
廃
罷
訴
権
（a

ctio
n
 
p
a
u
lien

n
e

）

一
一
六
七
条
）
に

よ
り
譲
渡
契
約
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る213

）。
ま
た
、
代
価

の
隠
蔽
を
証
明
し
た
上
で
抵
当
権
順
位
に
従
っ
た
隠
蔽
代
価
の
再
分

配
を
要
求
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る214

）。

②

代
価
の
確
定
だ
け
で
抵
当
権
は
滌
除
さ
れ
な
い
。
抵
当
権
が

滌
除
さ
れ
る
た
め
に
は
、
第
三
取
得
者
は
、

代
価
の
弁
済
又
は
供

託
」

二
一
八
六
条
後
段
・
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
七
七
七
条
五

項215
））

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い216

）。
第
三
取
得
者
は
供
託
義
務
を
負
わ

ず
、
弁
済
す
る
か
、
供
託
す
る
か
に
つ
き
、
選
択
権
を
有
す
る217

）。

210
）

オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
は
、
一
八
〇
四
年
法
の
条
文
（
二
一
八
六

条
）
に
忠
実
に
、
代
価
確
定
を
、
有
効
な
増
価
競
売
が
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
の
効
果
と
理
解
す
る
。
本
稿
も
、
こ
れ
に
従
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
代
価
確

定
を
、
第
三
取
得
者
の
弁
済
申
込
み
（⇒

三
三
）
に
対
す
る
既
登
記

抵

当

権

者

の

承

諾

の

効

果

と

位

置

づ

け

る
（B

a
u
d
r
y
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2426,

p
p
.

651
652 et n

°2484,
p
.
705.

）。
な
お
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ

ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
に
よ
れ
ば
、
承
諾
の
方
法
は
三
つ
あ
る

（B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.III,n

°

2436,
p
.
662.

）。
す
な
わ
ち
、
既
登
記
抵
当
権
者
が
第
三
取
得
者
に

対
し
て
す
る
明
示
の
承
諾
で
あ
る
明
示
的
承
諾
（a

ccep
ta
tio
n ex

-

p
resse

）

明
示
的
承
諾
が
さ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
）、
既

登
記
抵
当
権
者
が
通
告
か
ら
四
〇
日
以
内
に
増
価
競
売
申
立
て
（
二

一
八
五
条
一
項
）

⇒

三
九
）
を
し
な
か
っ
た
と
き
に
既
登
記
抵
当

権
者
が
弁
済
申
込
み
に
対
し
て
承
諾
を
し
た
も
の
と
み
な
す
黙
示
的

承
諾
（a

ccep
ta
tio
n
 
ta
cite

）、
既
登
記
抵
当
権
者
が
四
〇
日
の
期

間
内
に
増
価
競
売
を
申
し
立
て
を
し
た
が
二
一
八
五
条
一
項
の
手
続

に
違
反
し
た
た
め
に
増
価
競
売
申
立
て
が
無
効
と
さ
れ
た
と
き
に
既

登
記
抵
当
権
者
が
承
諾
を
し
た
も
の
と
み
な
す
強
制
的
承
諾
（a

c-

cep
ta
io
n fo

rcee

）
で
あ
る
。

211
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2485,

p
.
705.

212
）

R
eq
.
23 n

o
v
.
1885,

D
.
1887.

1.
213,

S
.
1888.

1.
325.-

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2485,
p
.
705.

213
）

R
eq
.
14 fev

.
1826,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2114

3°,
S
.

1826.
1.
342;

R
eq
.
19 a

o
u
t 1828,

S
.
1828.

1.
425;

R
eq
.
2 a
o
u
t

 
1836,

S
.
1836.

1.
657;

R
eq
.
18 fev

.
1878,

D
.
1878.

1.
291,

S
.

1878.
1.
165.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
532,

tex
te et

 
n
o
te 101.

C
f.
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

e-

qu
es
,
t.
III,

n
°2486,

p
.
706.

214
）

C
iv
.
29 a

v
ril 1839,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2112

3°,
S
.

1839.
1.
435;

R
eq
.
21 ju

ill.
1857,

D
.
1857.

1.
404,

S
.
1858.

1.

（法政研究82-４- ）80 1198

資 料



103.-
A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
532,

tex
te et n

o
te 102;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2486,
p
.
707.

215
）

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
第
七
七
七
条
第
五
項

強
制
的
所

有
権
移
転
に
よ
る
譲
渡
以
外
の
譲
渡
の
場
合
に
お
い
て
、
滌
除
手
続

の
実
行
後
に
供
託
の
方
法
に
よ
り
す
べ
て
の
先
取
特
権
及
び
抵
当
権

の
終
局
的
解
放
を
希
望
す
る
取
得
者
は
、
事
前
に
現
実
の
提
供

（o
ffres reelles

）
を
す
る
こ
と
な
く
、
供
託
を
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
（A

 
cet effet

）、
取
得
者
は
、
売
主
に
対
し
て
、
一

五
日
以
内
に
お
け
る
登
記
（in

scrip
tio
n
s
 
ex
ista

n
tes

）
の
解
除

（m
a
in
lev
ee

）
を
催
告
し
、
か
つ
、
供
託
す
べ
き
元
本
及
び
利
息
の

総
額
を
知
ら
し
め
る
こ
と
を
催
告
す
る
。
こ
の
期
間
の
満
了
後
、
供

託
が
さ
れ
、
そ
の
日
か
ら
三
日
以
内
に
取
得
者
又
は
競
落
人
は
供
託

金
庫
（ca

isse d
e co

n
sig
n
a
tio
n
s

）
の
受
領
書
（recep

isse

）
を

提
出
し
て
順
位
配
当
の
開
始
を
申
請
す
る
。
順
位
配
当
は
、
こ
の
申

請
に
基
づ
き
、
順
位
配
当
に
つ
い
て
の
規
定
に
従
い
さ
れ
る
。」

216
）

C
iv 24 a

o
u
t 1847,

D
.
1847.

1.
329,

S
.
1848.

1.
33;

R
eq
.

11 ja
n
v
.
1881,

D
.
1881.

1.
242,

S
.
1883.

1.
468.-

A
u
b
ry et

 
R
a
u
,
t.
III,

294,
p
.
531,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2487,

p
.
707.

217
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
531,

n
o
te 100;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2487,

p
.

707.
７

増
価
競
売
申
立
て
の
効
果

⑴

競
り
に
よ
る
再
売
買

五
七

適
法
な
増
価
競
売
申
立
て
（⇒

三
九
｜
五
五
）
が
さ
れ
る

と
、

競
り
に
よ
る
再
売
買
」

二
一
八
七
条
一
項
）
が
さ
れ
る218

）。
そ

し
て
、

競
り
に
よ
る
再
売
買
…
は
、
…
強
制
的
所
有
権
移
転
に
つ

い
て
定
め
る
形
式
に
従
い
、
さ
れ
る
」

二
一
八
七
条
一
項
）。

競
り
に
よ
る
再
売
買
…
は
、﹇
増
価
競
売
﹈
申
立
人
又
は
新
所
有

者
」

二
一
八
七
条
一
項
）
が
、
こ
れ
を
す
る
。

増
価
競
売
申
立
人

又
は
新
所
有
者
が
増
価
競
売
の
申
立
て
か
ら
一
ヶ
月
以
内
に
手
続
を

開
始
し
な
か
っ
た
と
き
」

一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
三
条
一

項
）、
又
は
「
追
行
期
間
中
に
お
い
て
、
追
行
者
の
共
謀
、
不
正
又

は
怠
慢
が
あ
る
と
き
」

一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
三
条
三
項
）

は
、
増
価
競
売
申
立
人
で
な
い
既
登
記
抵
当
権
者
も
、
増
価
競
売
申

立
人
に
代
位
し
て
、
再
売
買
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（⇒

五
五
）。

⑵

第
三
取
得
者
の
法
的
地
位

五
八

増
価
競
売
申
立
て
の
効
果
に
よ
り
、
第
三
取
得
者
は
増
価

競
売
不
動
産
の
所
有
権
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
競
売
判
決
ま
で
は
、

第
三
取
得
者
が
、
そ
の
所
有
者
で
あ
る219

）。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
こ

と
を
意
味
す
る
（⇒

①
｜
②
）。
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①

第
三
取
得
者
は
、
競
売
判
決
ま
で
、
す
べ
て
の
既
登
記
抵
当

権
者
に
対
し
て
被
担
保
債
権
及
び
増
価
競
売
費
用
の
弁
済
又
は
供
託

を
す
る
こ
と
で
、
増
価
競
売
の
続
行
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（⇒

五
四
）。

②

増
価
競
売
申
立
て
か
ら
競
売
判
決
に
至
る
ま
で
の
増
価
競
売

不
動
産
の
滅
失
（p

erte

）
又
は
価
値
低
下
（d

eterio
ra
tio
n

）
に

つ
い
て
の
危
険
は
、
第
三
取
得
者
が
、
こ
れ
を
負
担
す
る220

）。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
増
価
競
売
申
立
人
は
、

増
価
競
売
申
立
て
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る221

）。
ま
た
、
オ
ブ
リ
ー

‖
ロ
ー
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
増
価
競
売
申
立
人
は
引
き
受
け

額
の
縮
減
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る222

）。
し
か
し
、
ボ
ー
ド

リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
縮
減
を
認
め
る
こ
と
は

引
き
受
け
最
低
額
を
規
定
す
る
二
一
八
五
条
一
項
二
号
（⇒

四
六
）

に
反
す
る
こ
と
、
ま
た
第
三
取
得
者
が
負
う
べ
き
危
険
を
既
登
記
抵

当
権
者
に
負
担
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
を
否

定
す
る223

）。

218
）

増
価
競
売
手
続
に
つ
い
て
は
、
二
一
八
七
条
二
項
に
加
え
、
一

八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
六
条
・
同
八
三
七
条
・
一
八
五
八
年
改
正

民
訴
法
八
三
八
条
が
、
そ
れ
を
規
定
す
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

本
稿
は
、
こ
れ
を
割
愛
す
る
（C

f.
P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°

1264,
p
p
.
590

594.

）。

219
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
532,

tex
te et n

o
te 103;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2493,
p
.
711.

220
）

C
iv
.
12 fev

.
1828,

J
.
G
.,
v
°S
u
ren

ch
ere
,
n
°270,

S
.
1828.

1.
147.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
p
.
532

533,
tex

te et
 

n
o
te 105;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e
 
L
o
y
n
es,

h
ypoth

e-

qu
es
,
t.
III,

n
°2493,

p
p
.
711

712.

221
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
533,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2477,

p
.

701 et n
°2493,

p
.
712.

222
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
533,

tex
te et n

o
te 106.

223
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2477,

p
.
701.

８

競
売
判
決
の
効
果

⑴

競
売
判
決

五
九

証
書
に
記
載
さ
れ
た
代
価
又
は
宣
言
さ
れ
た
価
値
及
び

増
価
競
売
の
額
は
、
競
り
に
代
わ
る
」

一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法

八
三
七
条
三
項
）。
す
な
わ
ち
、

契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
代
価
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又
は
新
所
有
者
が
宣
言
し
た
代
価
に
一
〇
分
の
一
を
加
え
た
値
」

二
一
八
五
条
一
項
二
号
）
が
、
最
初
の
競
り
と
な
る
。
そ
し
て
、

一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
七
一
一
条
の
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
す

べ
て
の
者
が
競
落
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
取
得
者
も
例
外

で
は
な
い
。
し
か
し
、

増
価
競
売
申
立
人
は
、
競
売
の
た
め
に
定

め
ら
れ
た
日
に
他
の
競
り
手
が
現
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
競
落
人
と

宣
言
さ
れ
る
」

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
八
三
八
条
一
項
前
段
）。

そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
増
価
競
売
申
立
人
は
、

証
書

に
記
載
さ
れ
た
代
価
又
は
宣
言
さ
れ
た
価
値
及
び
増
価
競
売
の
額
」

一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
七
条
三
項
）
で
、
そ
の
競
落
人
と

な
る
。
競
売
判
決
に
よ
り
抵
当
不
動
産
の
代
価
が
確
定
す
る
。
そ
の

結
果
、

任
意
譲
渡
に
基
づ
く
増
価
競
売
は
、
他
の
増
価
競
売
に
よ

り
取
り
消
さ
れ
な
い
」

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
八
三
八
条
七
項
）。

競
売
判
決
の
効
果
は
、
第
三
取
得
者
が
競
落
人
と
な
っ
た
場
合

（⇒

六
〇
）
と
、
増
価
競
売
申
立
人
又
は
第
三
者
が
競
落
人
と
な
っ

た
場
合
（⇒

六
一
｜
六
七
）
と
で
異
な
る
。
な
お
、
六
〇
｜
六
七
の

内
容
は
、
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
だ
け
で
な
く
、
登
記
免
除
・
未
登

記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
（⇒

六
八
｜
八
二
）
の
場
合
に
も
妥
当
す
る224

）。

⑵

第
三
取
得
者
が
競
落
人
の
場
合

六
〇

第
三
取
得
者
は
、
競
り
で
最
高
値
を
付
け
る
こ
と
で
、
増

価
競
売
不
動
産
の
競
落
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
（⇒

五
九
）。
し

か
し
、
第
三
取
得
者
の
所
有
権
取
得
は
、
競
売
判
決
の
効
果
で
は
な

い225
）。

す
な
わ
ち
、
第
三
取
得
者
の
「
所
有
権
は
、
取
得
契
約
に
由
来

す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
増
価
競
売
判
決
は
﹇
取

得
契
約
に
よ
る
所
有
権
取
得
を
﹈
確
認
す
る
（co

n
firm

er

）
だ
け

で
あ
る226

）」。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
こ
と
を
意
味
す
る
（⇒

①
｜
⑤
）。

①

取
得
者
又
は
受
贈
者
が
競
り
に
付
さ
れ
た
不
動
産
を
競
落

人
と
な
る
こ
と
に
よ
り
保
存
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
競
売
判
決

を
謄
記
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
」

二
一
八
九
条
）。
第
三
取
得
者
は

当
初
の
取
得
名
義
に
よ
り
所
有
権
を
保
持
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
第
三
取
得
者
は
、
最
初
の
謄
記
を
も
っ
て
、
所
有
権
の
取

得
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
謄
記
を
所

有
権
取
得
の
第
三
者
対
抗
要
件
と
し
な
い
一
八
〇
四
年
法
に
お
い
て

は
、
滌
除
の
前
提
と
し
て
取
得
名
義
の
謄
記
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由

（⇒

一
五
①
）
と
同
様
に
、
こ
の
規
定
の
存
在
理
由
を
説
明
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る227

）。

②

競
落
人
と
な
っ
た
取
得
者
は
、
証
書
に
定
め
ら
れ
た
代
価

を
超
え
る
部
分
の
償
還
及
び
超
過
分
の
利
息
に
つ
い
て
、
各
弁
済
日

か
ら
売
主
に
対
し
て
請
求
権
を
有
す
る
」

二
一
九
一
条
）。
す
な
わ

ち
、
第
三
取
得
者
が
不
動
産
を
保
持
す
る
に
あ
た
り
契
約
代
価
以
上

の
支
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
種
の
追
奪
に
服
し
た
こ
と
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に
他
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
第
三
取
得
者
は
、
担
保
責
任
に
基
づ

く
請
求
権
（reco

u
rs en g

a
ra
n
tie

）
を
有
す
る228

）。

③

す
べ
て
の
抵
当
権
者
が
競
売
代
価
か
ら
弁
済
を
受
け
た
後
の

残
額
は
、
第
三
取
得
者
に
属
す
る229

）。
前
所
有
者
の
一
般
債
権
者
は
、

そ
れ
に
対
し
て
何
の
権
利
も
有
さ
な
い
。

④

取
得
契
約
か
ら
競
売
に
至
る
ま
で
の
間
に
第
三
取
得
者
が
不

動
産
に
つ
き
設
定
し
た
権
利
は
、
す
べ
て
、
そ
の
不
動
産
を
目
的
と

し
続
け
る230

）。

⑤

売
買
代
価
の
支
払
い
に
つ
い
て
の
保
証
人
は
、
競
売
判
決
後

に
お
い
て
も
、
保
証
債
務
を
免
れ
な
い231

）。
も
っ
と
も
、
保
証
債
務
の

範
囲
は
、
売
買
契
約
の
さ
い
に
負
担
し
た
額
に
限
定
さ
れ
る
。

⑶

第
三
取
得
者
以
外
の
者
が
競
落
人
の
場
合

六
一

第
三
取
得
者
以
外
の
者
が
競
り
で
最
高
値
を
付
け
た
と
き
、

又
は
、
競
り
手
が
現
れ
ず
増
価
競
売
申
立
人
が
競
落
人
と
な
っ
た
と

き
（⇒

五
九
）
は
、
第
三
取
得
者
以
外
の
者
が
競
落
人
と
な
る
（
以

下
、
第
三
取
得
者
以
外
の
者
が
競
落
人
と
な
っ
た
場
合
の
競
落
人
の

こ
と
を
「
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
」
と
い
う
。）。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
第
三
取
得
者
は
所
有
権
を
失
い
、
競
売
判
決
の
効
果
に

よ
り
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
が
所
有
権
を
取
得
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
場
合
の
競
売
判
決
は
、
所
有
権
を
移
転
す
る
効
果
を

生
じ
さ
せ
る232

）。
そ
し
て
、
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
は
、
第
三
取

得
者
が
競
落
人
と
な
っ
た
場
合
（⇒

六
〇
①
）
と
異
な
り
、
競
売
判

決
を
謄
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
五
五
年
法
一
条
四
号233

））。

第
三
取
得
者
以
外
の
者
が
競
落
人
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
は
競
売
判
決
に
よ
り
第
三
取
得
者
の
承

継
人
と
な
る
の
か
ど
う
か
（⇒

六
二
｜
六
三
）、
競
売
判
決
に
よ
り

所
有
権
を
失
っ
た
第
三
取
得
者
は
不
動
産
の
取
得
に
要
し
た
費
用
を

誰
か
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
（⇒

六
四
）、

第
三
取
得
者
は
必
要
費
・
改
良
費
の
償
還
を
誰
か
に
対
し
て
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
（⇒

六
五
｜
六
六
）、
第
三
取
得
者
以

外
の
競
落
人
が
代
価
の
利
息
の
支
払
義
務
を
負
う
の
は
い
つ
か
ら
か

（⇒

六
七
）
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

⑷

取
得
名
義
解
除
の
有
無

六
二

競
売
判
決
に
よ
り
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
が
所
有
権

を
取
得
し
た
と
き
、
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
は
、
債
務
者234

）の
承

継
人
（a

y
a
n
t ca

u
se

）
で
あ
る
の
か
、
又
は
第
三
取
得
者
の
承
継

人
で
あ
る
の
か
に
つ
き
、
見
解
が
分
か
れ
る
（⇒

①
｜
②
）。

①

判
例235

）は
、
原・
則・
的・
に・
、
競
売
判
決
に
よ
り
第
三
取
得
者
の
取

得
名
義
は
解
除
さ
れ
る
と
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
解
除
の
遡
及
効

に
よ
り
第
三
取
得
者
は
債
務
者
か
ら
一
度
も
所
有
権
を
取
得
し
な
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か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
は
、
競
売

判
決
に
よ
り
、
債
務
者
か
ら
直
接
に
所
有
権
を
取
得
す
る
。
す
な
わ

ち
、
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
は
、
債
務
者
の
承
継
人
で
あ
る
。

こ
の
結
論
は
、

競
落
人
は
、
競
売
代
価
に
加
え
て
、
契
約
の
正
当

な
費
用
、
…
謄
記
費
用
、
通
告
費
用
及
び
再
売
買
に
至
る
た
め
の
費

用
を
、
所
有
権
を
奪
わ
れ
た
取
得
者
…
に
返
還
」
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
規
定
す
る
二
一
八
八
条
（⇒

六
四
）
か
ら
導
き
出
さ
れ
る236

）。

す
な
わ
ち
、
競
売
判
決
に
よ
り
所
有
権
が
第
三
取
得
者
か
ら
第
三
取

得
者
以
外
の
競
落
人
に
移
転
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
三
取
得
者
は
、

こ
れ
ら
の
費
用
の
返
還
を
債
務
者
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
二
一

八
八
条
は
、
こ
れ
を
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
の
負
担
で
あ
る
と

規
定
す
る
の
で
、
こ
の
規
定
は
、
競
売
判
決
に
よ
り
所
有
権
が
第
三

取
得
者
か
ら
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
に
移
転
し
な
い
こ
と
を
前

提
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
滌
除
手
続
を
し
な
い
と
き
、
又
は
抵
当
不
動
産
を
委

付
（
二
一
七
二
条
）
し
た
と
き
は
、
第
三
取
得
者
は
強
制
的
所
有
権

移
転
に
よ
り
所
有
権
を
奪
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
、
第
三

取
得
者
以
外
の
競
落
人
は
第
三
取
得
者
の
承
継
人
で
あ
る
と
解
さ
れ

て
お
り237

）、
取
得
名
義
は
解
除
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
の
立

場
に
よ
れ
ば
、
第
三
取
得
者
が
滌
除
を
す
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
競

売
判
決
の
効
果
は
異
な
る
。
判
例238

）は
、
こ
の
差
異
を
次
の
よ
う
に
正

当
化
す
る
。
強
制
的
所
有
権
移
転
の
場
合
と
異
な
り
、
増
価
競
売
申

立
て
に
お
い
て
は
、

債
権
者
は
、
第
三
取
得
者
の
所
有
権
を
承
認

せ
ず
に
、
所
有
権
の
取
得
名
義
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
て
い
る

（s’a
tta
q
u
er

）。
そ
し
て
、
債
権
者
の
行
動
（a

ctio
n

）
は
、
取
得

名
義
を
否
認
し
（to

m
b
er

）、
そ
れ
を
債
務
者
か
ら
競
落
人
に
直
接

に
所
有
権
を
移
転
さ
せ
る
新
契
約
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
目
的
と
す

…
る
」。
す
な
わ
ち
、
強
制
的
所
有
権
移
転
は
取
得
契
約
の
有
効
性

の
承
認
を
前
提
と
す
る
が
、
増
価
競
売
申
立
て
は
取
得
「
契
約
に
対

す
る
異
議
（p

ro
testa

tio
n

）」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
強
制
的

所
有
権
移
転
に
お
い
て
は
競
売
判
決
に
よ
り
取
得
名
義
は
解
除
さ
れ

な
い
が
、
増
価
競
売
に
お
い
て
は
取
得
名
義
は
解
除
さ
れ
る
。

②

オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
及
び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖

ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
競
売
判
決
に
よ
る
取
得
名
義
の
解
除
を
否
定
す
る239

）。

し
た
が
っ
て
、
所
有
権
は
第
三
取
得
者
か
ら
第
三
取
得
者
以
外
の
競

落
人
に
移
転
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
は
第

三
取
得
者
の
承
継
人
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
、
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
は

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

第
三
取
得
者
が
増
価
競
売
の
効
果
で
所

有
権
を
奪
わ
れ
る
場
合
と
、
第
三
取
得
者
や
委
付
財
産
管
理
人

（cu
ra
teu

r a
u d
ela
issem

en
t

）
に
対
す
る
強
制
的
所
有
権
移
転
に

よ
り
所
有
権
を
奪
わ
れ
る
場
合
と
で
、
何
ら
か
の
差
異
を
認
め
る
こ

と
に
、
合
理
的
理
由
が
ま
っ
た
く
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
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も
、
第
三
取
得
者
が
服
す
る
追
奪
は
常
に
抵
当
権
の
結
果
に
他
な
ら

ず
、
か
つ
、
そ
の
原
因
は
第
三
取
得
者
が
抵
当
権
の
目
的
物
の
所
有

者
と
な
る
契
約
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
﹇
ま

た
、﹈
増
価
競
売
の
申
立
て
に
よ
り
、
債
権
者
は
、
第
三
取
得
者
の

取
得
名
義
の
結
果
で
あ
る
所
有
権
移
転
に
異
議
申
立
て
（co

n
tes-

ta
tio
n

）
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
債
権
者
は
、
申
出
額
を

も
っ
て
第
三
取
得
者
を
義
務
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
債
権
者
に
は
、
申
出
額
に
一
〇
分
の
一
の
額

を
上
乗
せ
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
こ
の
不
動
産
を
売
却
す
る
権
利
が

あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
滌
除
が
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に

債
権
者
が
で
き
る
こ
と
と
、
何
も
変
わ
ら
な
い240

）」。

取
得
名
義
解
除
を
肯
定
す
る
根
拠
と
し
て
二
一
八
八
条
が
掲
げ
ら

れ
る
が
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
競
売

判
決
に
よ
る
取
得
名
義
解
除
を
否
定
し
て
も
、
こ
の
規
定
を
合
理
的

に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
す
る
。
曰
く
、
二
一
八
八
条
は
「
法

的
（d

e d
ro
it

）
な
考
慮
と
衡
平
（eq

u
ite

）
の
考
慮
に
よ
り
正
当

化
さ
れ
る
。
法
的
に
は
、
競
落
人
は
、
証
書
の
費
用
そ
の
他
の
付
属

す
る
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
五
九
三
条241

））。
と
こ

ろ
で
、
増
価
競
売
は
滌
除
の
結
果
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
と

滌
除
の
た
め
の
費
用
は
す
べ
て
、
競
売
の
準
備
費
用
に
他
な
ら
な
い
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
費
用
は
、
売
買
に
付
属
す
る
費

用
で
あ
り
、
競
落
人
が
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。﹇
ま
た
、﹈
法
準

則
は
、
衡
平
の
観
点
か
ら
も
正
当
化
さ
れ
る
。
取
得
者
は
追
奪
に
服

す
る
。
有
償
取
得
の
さ
い
に
は
、
取
得
者
は
前
主
に
対
し
て
担
保
責

任
に
基
づ
く
請
求
権
を
有
す
る
（
一
六
三
〇
条
）。
…
﹇
と
は
い

え
、﹈
取
得
者
の
有
す
る
訴
権
は
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
支
払

能
力
の
な
い
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
取

得
者
は
何
の
利
益
も
得
て
い
な
い
以
上
、
こ
れ
を
取
得
者
の
負
担
と

す
る
こ
と
は
、
正
義
の
望
む
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、

法
律
は
、
そ
れ
を
競
落
人
の
負
担
と
し
た242

）」。

六
三

競
売
判
決
に
よ
り
第
三
取
得
者
の
取
得
名
義
が
解
除
さ
れ

る
か
ど
う
か
で
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
の
処
理
に
違
い
が

生
じ
る
（⇒

①
｜
⑤
）。
判
例
は
、
第
三
取
得
者
の
取
得
名
義
の
解

除
を
肯
定
す
る
（⇒

六
二
①
）
が
、
こ
の
立
場
を
貫
徹
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
（⇒

③
｜
⑤
）。

①

競
売
代
価
か
ら
抵
当
権
者
が
債
権
を
回
収
し
た
後
の
残
額
に

つ
き
、
競
売
判
決
に
よ
り
第
三
取
得
者
の
取
得
名
義
は
解
除
さ
れ
る

と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
債
務
者
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
実
際
、
判
例
は
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る243

）。
こ
れ
に
対
し
て
、

オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
及
び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ

ヌ
は
、
残
額
は
第
三
取
得
者
に
属
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る244

）。
そ
の

実
質
的
な
理
由
に
つ
き
、
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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増
価
競
売
は
抵
当
権
者
の
た
め
に
認
め
ら
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い

の
で
、
再
売
買
に
よ
る
代
価
の
残
額
か
ら
﹇
債
務
者
の
﹈
一
般
債
権

者
が
利
益
を
得
る
こ
と
は
、
制
度
の
目
的
に
反
す
る
。﹇
実
際
、﹈
債

務
者
が
適
法
に
売
却
し
た
不
動
産
に
対
し
て
、
債
務
者
の
一
般
債
権

者
が
何
ら
か
の
権
利
を
有
す
る
わ
け
が
な
か
ろ
う245

）」。

②

所
有
権
取
得
か
ら
競
売
判
決
ま
で
の
間
に
第
三
取
得
者
の
不

動
産
を
目
的
と
す
る
に
至
っ
た
抵
当
権
の
、
競
売
判
決
後
の
処
遇
に

つ
き
、
第
三
取
得
者
の
取
得
名
義
は
競
売
判
決
に
よ
り
解
除
さ
れ
る

と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
論
理
的
に
は
、
こ
の
抵
当
権
は
競
売
判
決

と
と
も
に
消
滅
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
判
例
は
明
確
に
述

べ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

判
例
が
遡
及
的
解
除
の
理
論
を
認
め
る

に
至
っ
た
理
由
の
一
つ246

）」
は
、
こ
の
結
論
を
肯
定
す
る
た
め
で
あ
る

と
評
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
で
な
け

れ
ば
、
第
三
取
得
者
を
債
務
者
と
す
る
債
権
者
の
抵
当
権
は
滌
除
手

続
後
も
存
続
す
る
の
で
、
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
は
再
度
の
滌

除
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る247

）。
こ
れ
に
対
し
て
、

オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
及
び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ

ヌ
は
、
こ
の
抵
当
権
の
、
競
売
判
決
に
よ
る
消
滅
を
否
定
す
る248

）。
な

ぜ
な
ら
、

第
三
取
得
者
の
権
利
を
堅
固
に
す
る
た
め
に
さ
れ
る
べ

き
﹇
滌
除
﹈
権
の
行
使
が
、
第
三
取
得
者
の
抵
当
権
者
﹇
の
利
益
﹈

に
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る249

）」。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
解

し
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
以
降
に
お

い
て
は
、
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
が
再
度
の
滌
除
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
心
配
は
、
多
く
の
場
合
に
杞
憂
に
終
わ
る
。

と
い
う
の
も
、
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
八
三
八
条
八
項
は
「
任
意

譲
渡
に
基
づ
く
増
価
競
売
の
効
果
は
、
売
主
及
び
競
落
人
に
関
し
て

は
、
第
七
一
七
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
」
と
規
定
す
る
が
、
一
八

五
八
年
改
正
民
訴
法
七
一
七
条
七
項
は
「
正
式
に
謄
記
さ
れ
た
競
売

判
決
は
、
そ
の
種
類
を
問
わ
ず
、
抵
当
権
を
滌
除
」
す
る
と
規
定
す

る
（⇒

「
登
記
」
二
〇
③
）
か
ら
で
あ
る250

）。
し
た
が
っ
て
、
競
売
判

決
謄
記
時
の
既・
登・
記・
抵・
当・
権・
は
、
す
べ
て
滌
除
さ
れ
る251

）。
し
か
し
、

第
三
取
得
者
を
債
務
者
と
す
る
抵
当
権
者
は
、
債
務
者
（
売
主
）
の

抵
当
権
者
が
弁
済
を
受
け
た
後
に
抵
当
権
順
位
に
従
い
競
売
代
価
を

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

不
動
産
を
売
却
し
た
後
に
債
務
者
（
売
主
）
が
第
三
取
得
者

の
所
有
権
に
帰
し
た
不
動
産
を
自
己
の
債
権
者
の
抵
当
権
の
目
的
と

し
た
場
合
に
お
け
る
、
こ
の
抵
当
権
の
、
競
売
判
決
後
の
処
遇
に
つ

き
、
取
得
名
義
の
解
除
を
肯
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
競
売
判
決
ま
で

は
債
務
者
（
売
主
）
が
所
有
者
な
の
だ
か
ら
、
論
理
的
に
は
、
こ
の

抵
当
権
は
競
売
判
決
後
も
有
効
に
存
続
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

判
例
は
、

増
価
競
売
…
に
よ
る
売
買
の
解
除
は
、
遅
れ
て
登
記
を

し
た
債
権
者
の
権
利
を
復
活
さ
せ
な
い
」
と
し
て
、
こ
の
抵
当
権
の
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有
効
性
を
認
め
な
い252

）。
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ

ヌ
は
、
判
例
の
論
理
矛
盾
を
批
判
し
つ
つ
、
こ
の
結
論
に
賛
同
す
る253

）。

④

売
買
か
ら
競
売
判
決
に
至
る
ま
で
の
間
に
第
三
取
得
者
が
収

取
し
た
果
実
に
つ
き
、
第
三
取
得
者
は
返
還
義
務
を
負
う
の
か
ど
う

か
と
い
う
問
題
に
つ
き
、
競
売
判
決
に
よ
る
第
三
取
得
者
の
取
得
名

義
の
解
除
を
肯
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
果
実
は
債
務
者
（
売
主
）
の

抵
当
権
者
間
で
分
配
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
第
三
取

得
者
の
返
還
義
務
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る254

）。
し
か
し
、
判
例
は
、

オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
及
び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ

ヌ
と
同
様
に
、
第
三
取
得
者
の
果
実
返
還
義
務
を
否
定
す
る255

）。

⑤

競
売
判
決
の
効
果
に
よ
り
所
有
権
を
失
っ
た
第
三
取
得
者
は
、

債
務
者
（
売
主
）
に
対
し
て
担
保
責
任
に
基
づ
く
請
求
権
を
有
す
る

の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
、
競
売
判
決
に
よ
る
取
得
名
義
の

解
除
を
肯
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
論
理
的
に
は
、
こ
の
請
求
権
は
否

定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る256

）。
し
か
し
、
判
例
は
、
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
及

び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
と
同
様
に
、
第
三

取
得
者
の
担
保
責
任
に
基
づ
く
請
求
権
を
肯
定
す
る257

）。

⑸

費
用
返
還
義
務

六
四

第
三
取
得
者
以
外
の
「
競
落
人
は
、
競
売
代
価
に
加
え
て
、

契
約
の
正
当
な
費
用
、
抵
当
権
保
存
吏
の
謄
記
簿
へ
の
謄
記
費
用
、

通
告
費
用
及
び
再
売
買
に
至
る
た
め
の
費
用
を
、
所
有
権
を
奪
わ
れ

た
取
得
者
又
は
受
贈
者
に
返
還
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一
八

八
条
）。
二
一
八
八
条
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
競
売
判
決
に
よ
る
第

三
取
得
者
の
取
得
名
義
の
解
除
を
認
め
る
か
ど
う
か
で
、
異
な
る

（⇒

六
二
）。

⑹

必
要
費
・
改
良
費
償
還
請
求
権

六
五

売
買
に
よ
る
所
有
権
の
取
得
か
ら
、
競
売
判
決
に
よ
る
所

有
権
の
喪
失
ま
で
に
支
出
し
た
必
要
費
（im

p
en
ses

）
及
び
改
良

費
（a

m
elio

ra
tio
n
s

）
に
つ
き
、
第
三
取
得
者
は
、
そ
の
償
還
を

求
め
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

一
八
〇
四
年
法
は
、
増
価
競
売
に
よ
る
所
有
権
喪
失
後
の
費
用
償

還
の
是
非
に
つ
い
て
何
も
規
定
し
な
い
。
し
か
し
、
第
三
取
得
者
が

委
付
又
は
強
制
的
所
有
権
移
転
に
よ
り
所
有
権
を
失
っ
た
場
合
に
つ

き
、
二
一
七
五
条
但
書
は
、

第
三
取
得
者
は
、
改
良
に
よ
る
値
上

が
り
額
（

258
）

p
lu
s-v
a
lu
e

）
を
限
度
と
し
て
、
必
要
費
及
び
改
良
費
の

返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。
そ
こ
で
、
オ
ブ

リ
ー
‖
ロ
ー
及
び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、

増
価
競
売
に
よ
る
所
有
権
喪
失
と
委
付
又
は
強
制
的
所
有
権
移
転
に

よ
る
所
有
権
喪
失
の
類
似
性
を
根
拠
に
、
こ
の
規
定
を
類
推
適
用
す

べ
き
で
あ
る
と
解
す
る259

）。
し
た
が
っ
て
、
競
売
判
決
に
よ
り
所
有
権
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を
失
っ
た
第
三
取
得
者
は
、
費
用
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
六

第
三
取
得
者
の
費
用
償
還
請
求
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
相
手
方
は
以
下
で
あ
る
（⇒

①
｜
③260

））。

①

増
価
競
売
に
お
い
て
、
物
件
明
細
書
（ca

h
ier

 
d
es

 
ch
a
rg
es

）
に
競
落
人
が
値
上
が
り
額
の
償
還
義
務
を
負
う
べ
き
旨

の
条
項
（
以
下
「
競
落
人
負
担
条
項
」
と
い
う
。）
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
と
き
は
、
第
三
取
得
者
は
、
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
に

費
用
償
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
そ
の
こ
と
が
物
件
明

細
書
に
明
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、

第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
が
不
測
の
損
失
を
被
る
こ
と
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
競
り
手
は
競
り
を
躊

躇
す
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
条
項
を
盛
り
込
む
こ
と
に
つ
き
既
登
記

抵
当
権
者
は
積
極
的
で
は
な
い261

）。

②

物
件
明
細
書
に
競
落
人
負
担
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
ず
、
か
つ

増
価
競
売
申
立
人
が
引・
き・
受・
け・
額・
で・
競
落
人
と
な
っ
た
と
き
は
、
増

価
競
売
申
立
人
（
競
落
人
）
が
費
用
償
還
義
務
を
負
う
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
増
価
競
売
申
立
人
の
引
き
受
け
額
が
配
当
額
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
に
よ
り
増
価
競
売
申
立
人
以
外
の
既
登
記
抵
当
権
者
は

ま
っ
た
く
利
益
を
得
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
改
良
さ
れ
た
か
ど
う

か
に
か
か
わ
ら
ず
、
増
価
競
売
申
立
人
以
外
の
既
登
記
抵
当
権
者
は
、

増
価
競
売
申
立
人
の
引
き
受
け
額
を
配
当
額
と
す
る
こ
と
は
常
に
保

証
さ
れ
て
お
り
、
実
際
、
そ
の
額
が
配
当
額
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

他
方
で
、
増
価
競
売
申
立
人
は
、
改
良
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
引
き

受
け
額
で
の
競
落
人
と
な
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
同
額
で
改
良
に
よ
り
値
上
が
り
し
た
不
動
産
を
購
入
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
利
益
を
得
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

専
ら
改
良
か
ら
利
益
を
得
て
い
る
増
価
競
売
申
立
人
（
競
落
人
）
が
、

費
用
償
還
義
務
を
負
う
の
が
妥
当
で
あ
る
。

③

物
件
明
細
書
に
競
落
人
負
担
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
ず
、
か
つ

競
り
手
（
第
三
者
又
は
増
価
競
売
申
立
人
）
が
（
増
価
競
売
申
立
人

の
引
き
受
け
額
を
超
え
て
）
最
高
値
を
付
け
た
と
き
は
、
配
当
額
が

改
良
に
よ
る
値
上
が
り
額
の
分
だ
け
増
加
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
に
よ
り
抵
当
権
者
が
利
益
を
得
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
抵
当
権
者
が
費
用
の
償
還
義
務
を
負
う
。
具
体

的
に
は
、
順
位
配
当
に
お
い
て
、
第
三
取
得
者
は
、
償
還
額
に
つ
き
、

分
離
（d

istra
ctio

n

）
又
は
先
取
控
除
（p

relev
em
en
t

）
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
償
還
額
は
、
増
価
競
売
申
立
人

の
引
き
受
け
額
と
、
実
際
の
競
売
価
格
の
差
額
を
限
度
と
す
る
。

⑺

代
価
利
息
支
払
時
期

六
七

第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
は
、
競
落
人
と
宣
言
さ
れ
た

日
以
降
に
つ
い
て
の
み
、
代
価
の
利
息
の
支
払
義
務
を
負
う
。
た
だ
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し
、
物
件
明
細
書
に
反
対
の
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い262

）。

224
）

P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°1283,

p
.
615.

225
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
533,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2495,

p
.

712.

226
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
533,

tex
te.

227
）

二
一
八
九
条
は
「
取
得
者
…
が
…
競
落
人
と
な
る
…
と
き
は
、

そ
の
者
は
、
競
売
判
決
を
謄
記
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
」
と
規
定
す

る
の
で
、
こ
の
規
定
を
反
対
解
釈
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
三
取
得
者

以
外
の
者
が
競
落
人
と
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
者
は
、
競
売
判
決
を

謄
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（M

a
lev
ille,

t.
4,
p
.
285.

）。
そ
こ
で
、

謄
記
を
所
有
権
取
得
の
第
三
者
対
抗
要
件
と
し
な
い
一
八
〇
四
年
法

に
お
い
て
、
な
ぜ
第
三
取
得
者
以
外
の
競
落
人
は
謄
記
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。
ト
レ
ヤ
ー
ル
草
案
（
九
一
条
）

は
謄
記
を
所
有
権
取
得
の
第
三
者
対
抗
要
件
と
し
た
（
香
山
「
基
本

的
性
格
⑷
」
二
二
〇
頁
）
が
、
こ
の
規
定
は
、
国
務
院
草
案
段
階
で

突
如
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
（
香
山
「
基
本
的
性
格
⑸
」
三
四
八

頁
）。
か
り
に
、
ト
レ
ヤ
ー
ル
草
案
に
二
一
八
九
条
に
該
当
す
る
条

文
が
存
在
し
、
ト
レ
ヤ
ー
ル
草
案
九
一
条
の
削
除
に
も
か
か
わ
ら
ず

国
務
院
草
案
に
二
一
八
九
条
該
当
条
文
が
残
存
し
た
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
二
一
八
九
条
は
、
起
草
者
の
手
違
い
で
削
除
さ
れ
る
べ
き
条

文
が
削
除
さ
れ
ず
に
残
っ
て
し
ま
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
ト
レ
ヤ
ー
ル
草
案
に
は
二

一
八
九
条
に
該
当
す
る
条
文
は
存
在
せ
ず
（C

f.
F
en
et,

t.
X
V
,
p
.

348.

）、
そ
れ
が
現
れ
た
の
は
国
務
院
草
案
（
九
八
条
）
に
お
い
て
で

あ
る
（F

en
et,

t.
X
V
,
p
.
409.

）。
す
な
わ
ち
、
国
務
院
草
案
は
、

謄
記
を
所
有
権
取
得
の
第
三
者
対
抗
要
件
と
す
る
規
定
（
ト
レ
ヤ
ー

ル
草
案
九
一
条
）
を
削
除
す
る
一
方
で
、
第
三
取
得
者
以
外
の
者
が

競
落
人
と
な
っ
た
と
き
は
競
売
判
決
を
謄
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
の
規
定
（
国
務
院
草
案
九
八
条
）
を
設
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
二

一
八
九
条
は
、
け
し
て
起
草
者
の
誤
り
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
二

一
八
九
条
（
又
は
国
務
院
草
案
九
八
条
）
が
、
ど
の
よ
う
な
趣
旨
で

一
八
〇
四
年
法
（
又
は
国
務
院
草
案
）
に
盛
り
込
ま
れ
た
の
か
は
不

明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
も
そ
も
、
一
八
〇
四
年
法
は
謄
記

を
所
有
権
取
得
の
第
三
者
対
抗
要
件
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な

か
っ
た
と
す
る
理
解
も
、
十
分
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（C
f.
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2495,

p
.
713.

）。

228
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
533,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2497,

p
p
.

714
715.

229
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
533,

tex
te et n

o
te 108;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2495,
p
.
712 et n

°2502,
p
p
.
716

717.

230
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
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III,
n
°2495,

p
.
712.

231
）

C
iv
.
9
 
fev

.
1881,

D
.
1881.

1.
208,

S
.
1881.

1.
104.-

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2496,
p
p
.
713

714.

232
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2503,

p
.
718.

233
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2503,

p
.
718.

234
）

こ
こ
で
は
、
抵
当
不
動
産
の
当
初
の
所
有
者
が
債
務
者
で
あ
る

こ
と
を
前
提
に
議
論
を
す
す
め
る
。

235
）

C
iv
.
10 a

v
ril 1848,

D
.
1848.

1.
160,

S
.
1848.

1.
357;

R
eq
.

15 d
ec.

1862,
D
.
1863.

1.
161,

S
.
1863.

1.
57;

C
iv
.
19 a

v
ril

 
1865,

D
.
1865.

1.
209,

S
.
1865.

1.
280;

R
eq
.
13 d

ec.
1887,

D
.

1888.
1.
337,

S
.
1889.

1.
473;

C
iv
.
26 ju

ill.
1894,

D
.
1896.

1.

281.

236
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2504,

p
p
.
718

719.

237
）

P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°1158,

p
.
483.

238
）

R
eq
.
15 d

ec.
1862,

D
.
1863.

1.
161,

S
.
1863.

1.
57.

239
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
p
.
533

534,
tex

te et n
o
te

 
109;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2515,

p
p
.
727

730.

240
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
534,

n
o
te 109.

241
）

第
一
五
九
三
条

証
書
の
費
用
そ
の
他
の
売
買
に
付
属
す
る

費
用
（les fra

is d
’a
ctes et a

u
tres a

ccesso
ires a

la v
en
te

）

は
買
主
の
負
担
と
す
る
。」

242
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2515,

p
.
729.

C
f.
A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
536,

n
o
te 115.

243
）

R
eq
.
12 n

o
v
.
1834,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2366,

S
.

1835.
1.
811;

C
iv
.
28 m

a
rs 1843,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°

2302,
S
.
1843.

1.
297;

R
eq
.
15 d

ec.
1862,

D
.
1863.

1.
161,

S
.

1863.
1.
57.

244
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
p
.
534

535,
tex

te et n
o
te

 
110;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2505,

p
.
720 et n

°2516,
p
.
731.

245
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
535,

n
o
te 110.

246
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2516,

p
.
731.

247
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2516,

p
.
731.

248
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
535,

tex
te et n

o
te 111;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2508,
p
p
.
724

725 et n
°2516,

p
p
.
731

732.

249
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
535,

n
o
te 111.

250
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2516,

p
.
732.

251
）

登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
は
滌
除
さ
れ
な
い
（
一
八
五
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八
年
改
正
民
訴
法
八
三
八
条
八
項
）

⇒

七
八
④
）。

252
）

C
iv
.
26 ju

ill.
1894,

D
.
1896.

1.
281.

253
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2507,

p
p
.
722

724 et n
°2516,

p
.
730.

254
）

旧
判
例
の
立
場
で
あ
る
（C

iv
.
10 a

v
ril 1848,

D
.
1848.

1.

160,
S
.
1848.

1.
357.

）。

255
）

C
iv
.
19 a

v
ril 1865,

D
.
1865.

1.
209,

S
.
1865.

1.
280.-

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
536,

tex
te
 
et n

o
te
 
112;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,n

2509
2512,

p
p
.
725

726 et n
°2516,

p
.
730.

256
）

C
f.
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2506,

p
.
721.

257
）

C
iv
.
11 m

a
i 1808,

S
.
1808.

1.
358;

R
eq
.
12 n

o
v
.
1834,

J
.

G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2366,

S
.
1835.

1.
811;

C
iv
.
28 m

a
rs

 
1843,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2302,

S
.
1843.

1.
297;

R
eq
.
15

 
d
ec.

1862,
D
.
1863.

1.
161,

S
.
1863.

1.
57;

R
eq
.
18 m

a
rs 1895,

D
.
1895.

1.
505,

S
.
1896.

1.
313.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,

p
.
536,

tex
te
 
et n

o
te
 
113;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2506,

p
p
.
721

722 et n
°2516,

p
.
730.

そ
の
内
容
は
、

追
奪
の
場
合
に
お
け
る
担
保
責
任
（la

 
g
a
ra
n
tie en

 
ca
s d

’ev
ictio

n

）」
の
準
則
（
一
六
二
六
条
以
下
）

に
従
う
。

258
）

本
来
、《p

lu
s-v
a
lu
e

》
は
「
増
価
」
と
訳
す
る
べ
き
と
思
わ
れ

る
（
山
口
『
辞
典
』
四
三
五
頁
）
が
、
こ
の
訳
語
を
充
て
る
と
「
増

価
競
売
」
の
「
増
価
」
と
の
混
同
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
本

稿
で
は
、
あ
ま
り
適
切
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、

値
上
が
り
額
」
の

訳
語
を
充
て
て
い
る
。

259
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
537,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2175,

p
.

734.

260
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

294,
p
.
537,

tex
te et n

o
te 116;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,n

2519
2520,

p
p
.
735

736.

261
）

P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°1290,

p
.
623.

262
）

R
eq
.
14 a

o
u
t 1833,

S
.
1833.

1.
609.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.

III,
294,

p
.
537,

tex
te et n

o
te 117.

（
未
完
）
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